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高血圧川柳・標語　今月の作品

作者コメント： 

始めよう　減塩ライフ　鬼北から
きほくっこさん
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２月 February 鬼のまち くらしのカレンダー

日 医院名・電話番号

１ 篠 原 医 院
市 立 津 島 病 院

☎45－3370
☎32－2011 市立宇和島病院小児科 ☎25－1111

8 加 藤 整 形 外 科
旭 川 荘 南 愛 媛 病 院

☎22－7111
☎45－1101 市立宇和島病院小児科 ☎25－1111

11 し ま せ 医 院
橋本内科クリニック

☎27－1888
☎52－0808 上 田 小 児 科 ☎25－0100

15 ま す だ ク リ ニ ッ ク
いわむらクリニック

☎23－6611
☎52－3111 市立宇和島病院小児科 ☎25－1111

22 鎌 野 病 院
いしかわ内科・脳神経クリニック

☎24－6611
☎28－6570 市立宇和島病院小児科 ☎25－1111

23 河野整形外科クリニック
水 谷 医 院

☎22－1822
☎52－0144 市立宇和島病院小児科 ☎25－1111
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今月の表紙
　１月３日に開催された「鬼
北町二十歳のつどい」は、来賓・
家族に見守られながら開催さ
れました。大人の一歩を踏み
出した新成人の姿は、誇りと
自信、未来への希望に満ち溢
れていました。詳細について
４ページに掲載しています。

人口と世帯数　12月31日現在
人　口  8,923人 （－　2）
男　性 4,176人 （±　0）
女　性  4,747人 （－　2）
世帯数  4,748世帯（＋　5）

※（　）は前月比です。

日　SUN 月　MON 火　TUE 水　WED 木　THU 金　FRI 土　SAT
1 2 3 4

英

5 6

Ｐ 近永・泉

7

8 9 10 11　建国記念の日 12

Ｐ 日吉

13

Ｐ 好藤・愛治・三島

14

人権を考える集い

古 近永

15 16 17 18

英

19 20

人
Ｐ 近永・泉

21

22 23　天皇誕生日 24 25

英

26

Ｐ 日吉

27

Ｐ 好藤・愛治・三島

28

古 好藤・愛治

Ｐ
…人権・心配ごと・行政相談　　…古紙回収日
…ペットボトル回収日
…ジョンとクリスとジベリの英会話教室

人 古

英

愛媛県内高血圧者数ワースト脱却を願って
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　令和８年度町県民税の申告相談が、２月９日（月）から始まります。

令和８年度　町県民税等申告相談
問 町民生活課　課税管理係　内線2122

【申告に必要なもの】
●農業・営業・不動産の収支内訳書、帳簿、領収書
●給与・公的年金等の源泉徴収票
●個人年金や生命保険一時金の支払通知書　など
● 国民年金保険料控除証明書、健康保険料等納付証

明書又は領収書　など　
● 生命保険料、地震(旧長期損害)保険料等の控除証

明書　など
● 医療費控除の明細書もしくは医療保険者からの医

療費通知書又は領収書、保険給付金等で補てんが
ある場合は、支払金額の分かる書類　など

　必ず個人ごと、医療機関ごとに集計してください。
●�個人番号及び本人確認のため、マイナンバーカー
ドを持参してください。

　 マイナンバーカードをお持ちでない場合は、個人
番号確認書類（通知カード等）と本人確認書類（運
転免許証等）の２点が必要です。

【注意事項】
● 申告は、令和８年１月１日現在、鬼北町に住所を

有する人で、前年（令和７年１月１日から令和７
年12月31日まで）の所得が対象です。

● ｅ-Taxや税務署で確定申告をされる方について
は、町県民税の申告は必要ありません。

● 前年中無収入の方でも、国民健康保険等に加入さ
れている方、各種公的支援・給付（教育・保育・
福祉・医療）の適用を受ける方、課税（所得）証
明書等が必要な方などは、申告が必要な場合があ
ります。

● ｅ-Taxであれば、インターネットを通じて24時間
（確定申告時期は毎日、通常期は火曜～金曜のみ）
申告ができます。詳しくは国税庁ホームページを
ご覧ください。また、今年度から町県民税につい
ても電子申告ができるようになります。
　�混雑する日がありますので、必要経費や医療費等
の領収書は、必ず事前に整理・集計をして申告会
場にお越しください。

日 曜日 場所 午前の受付（９時～11時） 午後の受付（13時～15時）
2/9 月 近永公民館 年金受給者の還付申告（近永地区） 年金受給者の還付申告（近永地区以外）
2/12 木 好藤公民館 成藤、清延 吉波
2/13 金 〃 柏田、西仲、田丸、沖 平井、小坂
2/16 月 〃 東仲 沢松
2/17 火 愛治公民館 大宿 生田
2/18 水 〃 清水 畔屋
2/19 木 〃 西野々 ※午後受付なし
2/20 金 日吉支所 父野川下 父野川中、父野川上
2/23 月 〃 上大野、下鍵山（1・2） 下鍵山（3・4・5・6・7）
2/24 火 〃 下鍵山（8・9・10・11）、上鍵山（下本村1） 上鍵山（下本村2・上本村・巻・長谷・黒川上・黒川下）
2/25 水 〃 日向谷 川上（野地・上）
2/26 木 三島公民館 川上（小越・古用）、久保 小松（清詰・中・安森・富東）
2/27 金 〃 小松（富町・富西）、延川（長穂） 延川（駄場・小野川）
3/2 月 〃 下大野 広見
3/3 火 泉公民館 小倉（川崎・町1・町2・上住・下住） 小倉（宮口・宮奥・轟）、岩谷
3/4 水 〃 興野々（芳・寺） 興野々（中・東） 
3/5 木 〃 上川、小西野々 出目二
3/6 金 近永公民館 牛野川、水分、北川（1・2） 北川（3・4）、成川
3/8 日 〃 今在家、奈良中（1・2・3） 奈良中（4・5・6）、奈良下（1・2）
3/9 月 〃 奈良下（3・4・5・6・7・8） 中野川
3/10 火 〃 芝 永野市（西山上・西山下）
3/11 水 〃 永野市（舟木・重ヶ森・下） 出目一
3/12 木 〃 近永（旭町） 近永（新町）
3/13 金 〃 近永（栄町） 近永（本町・南町）、鬼北の里
3/16 月 〃 年則、国遠 ※午後受付なし

※指定日および指定時間帯での来場にご協力ください。指定日の来場が困難な場合は、指定日以外でも受付いたします。
※役場本庁での相談受付は実施しておりません。必ず申告会場にお越しください。
※各会場に申告資料「収支内訳書」「医療費控除の明細書」等を用意していますので、ご利用ください。
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　１月３日、広見体育センターで「令和８年鬼北町
二十歳のつどい」が開催され、対象者82名のうち55名

（男29名、女26名）が出席しました。
　式典では、兵頭町長が「二度とない人生の旅をより
良く生きるためにも、多くの方と接し、知恵をいただ
きながら『自分づくり』に邁進してください。」と、
出席者を激励。恒例となった恩師からのビデオレター
の上映が始まると、恩師からの祝福の言葉に、当時を
振り返る時間となりました。
　出席者を代表しての謝辞では、福鹿文音さん=好藤
=が「昨年の春には大阪・関西万博、秋には日本史上
初の女性内閣総理大臣の誕生、年末には私たちの先輩
がM-1グランプリで優勝しました。このふるさと鬼北
町に誇りを持ち、社会の一員として成長していきたい
です。」と、20歳としての目標を述べていました。
　記念撮影の後、親友同士で写真を撮ったり、お互い
に近況を報告し合ったりと、友人との再会を懐かしむ
参加者たち。人と人とのつながりの大切さを改めて感
じながら、20歳としての新たな決意を胸に、晴れのひ
とときを笑顔で過ごしていました。
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　「第36回 子泣かし天狗祭」が１月11日、広見
体育センターで行われました。
　鬼ヶ城から山里に下りてきた天狗が、子ども
たちの健やかな成長と幸せを祈願するこのお祭
り。今年は、令和６年に誕生した町内の子ども
37名のうち26名、町外希望者６名とその家族が
参加しました。
　太鼓の音とともに現れ、ゆっくりと子どもた
ちに近づいていく天狗。迫り来るその威風堂々
とした姿に、泣き叫ぶ子どもたちの声が会場中
に響き渡ります。
　天狗に名前を呼ばれた子どもは、保護者の手
から天狗の腕の中へ。恐怖のあまり手足をバタ
つかせて絶叫する子どもや状況が分からず大人
しく抱かれる子ども、腕の中で眠る子どもがい
ました。「大きく育て」「可愛く育て」と叫ぶ天
狗の声に合わせて、保護者らが大太鼓を力強く
打ち鳴らし、我が子の健やかな成長を祈願。最
後に、太鼓集団 魁による力強いお祝いの演奏
“躍動” で幕を閉じました。



広報きほく　2026.2 6

　鬼北町が推進する「鬼のまちづくり」の一環として2015年から実施している「鬼の造形大賞」。今回は
31都道府県から87作品が集まりました。作者の想いが込められた作品が様々あります。
　令和７年12月17日に鬼北町歴史民俗資料館で鬼の造形大賞実行員会による審査が行われ、入賞した15
作品は次のとおりです。

最
優
秀
賞

優
秀
賞

鬼
北
町
長
賞

鬼
北
町
議
会
議
長
賞

伊
予
銀
行
賞

愛
媛
銀
行
賞
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鬼
北
町
商
工
会
賞

広
見
郵
便
局
賞

Ｊ
Ａ
え
ひ
め
南
賞

道
の
駅 

日
吉
夢
産
地
賞

道
の
駅 

広
見
森
の
三
角
ぼ
う
し
賞

鬼
北
町
農
業
公
社
賞

（
株
）フ
ジ
広
見
店
賞

あ
り
が
と
う
サ
ー
ビ
ス
賞

愛
媛
Ｆ
Ｃ
賞

第11回鬼の造形大賞作品展示
入賞作品のほか、応募のあった作品を展示しています。皆さんぜひご来館ください。

　　　　　　　場　　所　　　　　　　　　　　　展示期間
　　　　　　　　鬼北町歴史民俗資料館１階　　　　令和８年５月10日（日）まで
　　　　　　　開館時間　　９時～ 17時　　　　　休 館 日　月曜日
　　　　　　　入 館 料　　 200円
　　　　　　　問い合わせ　企画振興課　地域活力創出係 内線2213
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第
４
回
鬼
北
町
議
会
定
例
会
は
12
月
11
日
、
12
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
会

で
は
議
案
17
件
、
同
意
２
件
が
提
案
さ
れ
、
議
案
全
件
が
原
案
の
と
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

鬼
北
町
議
会
12
月
定
例
会

議　
案

●
鬼
北
町
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て　

●
鬼
北
町
乳
児
等
通
園
支

援
事
業
の
設
備
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て　

●
鬼
北

町
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て　

●
鬼

北
町
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て　

●
鬼
北
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て　

●
鬼
北
町
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
お
よ

び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て　

●
鬼
北
町
家
庭
的
保

育
事
業
等
の
設
備
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て　

●
鬼
北
町
特
定
教
育
・
保
育
施

設
お
よ
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
お
よ
び
鬼
北
町

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
お
よ
び

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て　

●
鬼
北
町
立

学
校
施
設
の
開
放
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て　

●
鬼
北
町
ジ
ビ

エ
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
加
工
処
理
施
設
等
の
指
定

管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て　

●
令
和
７
年
度

鬼
北
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）
に

つ
い
て　

●
令
和
７
年
度
鬼
北
町
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
に
つ

い
て　

●
令
和
７
年
度
鬼
北
町
国
民
健
康
保

険
診
療
所
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

に
つ
い
て　

●
令
和
７
年
度
鬼
北
町
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
に
つ
い

て　

●
令
和
７
年
度
鬼
北
町
水
道
事
業
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
）
に
つ
い
て　

●
令
和

７
年
度
鬼
北
町
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
に
つ
い
て　

●
令
和
７
年
度
鬼

北
町
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

に
つ
い
て

同　
意

●
鬼
北
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

の
選
任
に
つ
い
て　

●
鬼
北
町
教
育
委
員
会

委
員
の
任
命
に
つ
い
て

一　

 　
般　

 　
質　

 　
問

◆
長
　
尾
　
　
慶
　
太
　
議
員

【
子
育
て
世
帯
へ
の
下
水
道
使
用
料
軽
減
に

関
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
】

問
オ
ム
ツ
を
使
用
す
る
未
就
学
児
を
抱
え
る

世
帯
な
ど
、
子
育
て
世
帯
に
対
し
て
、
下
水

道
使
用
料
の
軽
減
措
置
、
ま
た
は
そ
れ
に
準

じ
た
支
援
策
を
導
入
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

答
下
水
道
使
用
料
を
軽
減
す
る
こ
と
は
、
使

用
料
を
お
支
払
い
い
た
だ
い
て
い
る
世
帯
の

方
だ
け
へ
の
軽
減
と
な
り
、
浄
化
槽
を
個
人

設
置
さ
れ
て
い
る
方
、
汲
取
り
便
槽
を
ご
利

用
さ
れ
て
い
る
方
に
は
支
援
が
な
い
状
況
と

な
る
こ
と
か
ら
、
下
水
道
使
用
料
の
軽
減
、

ま
た
そ
れ
に
準
じ
た
支
援
策
は
困
難
な
状
況

で
あ
る
と
考
え
る
。

【
建
築
基
準
法
改
正
に
伴
う
移
住
定
住
支
援

制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
】

問
現
行
の
移
住
定
住
支
援
制
度
で
は
建
築
基

準
法
改
正
に
よ
り
新
た
に
発
生
す
る
設
計
費

用
・
構
造
調
査
費
用
な
ど
の
追
加
負
担
に
対

し
て
、
十
分
な
支
援
が
で
き
る
と
考
え
て
い

る
か
。

答
設
計
費
用
や
構
造
調
査
費
用
の
ほ
か
建
築

確
認
申
請
に
伴
う
手
続
費
用
等
は
、
補
助
対

象
と
し
て
い
な
い
た
め
、
現
行
制
度
に
お
け

る
支
援
は
で
き
な
い
。

問
建
築
基
準
法
改
正
後
の
負
担
増
を
踏
ま
え

て
、
空
き
家
活
用
や
移
住
促
進
の
観
点
か
ら
、

追
加
費
用
も
含
め
た
補
助
制
度
の
見
直
し
、

ま
た
は
新
た
な
制
度
創
設
を
検
討
す
る
考
え

は
あ
る
か
。

答
法
令
等
の
義
務
に
よ
り
必
要
と
な
る
手
続

等
は
、
所
有
者
ま
た
は
利
用
者
等
の
責
任
に

よ
り
経
費
負
担
と
手
続
等
を
完
了
す
る
こ
と

を
前
提
に
現
行
制
度
を
運
用
し
て
お
り
、
現

時
点
に
お
い
て
、
現
行
の
補
助
制
度
に
お
け

る
補
助
対
象
経
費
や
補
助
率
の
拡
充
、
見
直

し
等
は
予
定
し
て
い
な
い
。

◆
井　

上　
　

博　

議
員

【
議
員
報
酬
の
重
複
振
込
に
つ
い
て
】

問
返
金
処
理
に
つ
い
て
は
役
場
が
主
体
と

な
っ
て
行
う
の
が
正
当
で
は
な
い
か
。

答
え
ひ
め
南
農
協
か
ら
連
絡
を
受
け
た
振
込

先
金
融
機
関
が
、
各
金
融
機
関
の
約
款
等
で

定
め
ら
れ
て
い
る
手
続
に
基
づ
き
資
金
の
移

動
を
実
行
し
、
各
金
融
機
関
を
通
じ
て
振
込

依
頼
人
で
あ
る
鬼
北
町
に
資
金
が
返
却
さ
れ

る
と
い
う
流
れ
に
な
る
。
口
座
間
の
資
金
移

動
は
、
各
金
融
機
関
で
し
か
処
理
が
で
き
な

い
た
め
、
金
融
機
関
主
導
の
処
理
と
な
る
。

問
何
の
手
続
き
も
な
し
で
口
座
よ
り
引
き
落

と
し
し
て
い
る
が
、
こ
の
や
り
方
は
金
融
法

で
違
反
で
は
な
い
か
。

答
金
融
機
関
が
行
っ
て
い
る
業
務
が
法
令
違

反
か
を
調
査
・
判
断
す
る
監
督
権
限
が
当
町

に
な
い
た
め
、
回
答
を
差
し
控
え
る
。

問
農
協
よ
り
何
の
お
金
か
わ
か
ら
な
い
振

り
込
み
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
事
例
が
あ

り
、
農
協
の
事
務
に
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
町
長
よ
り
厳
重
に
注
意
す
べ
き
で
は
な

い
か
。

答
農
協
内
の
事
務
処
理
の
こ
と
で
あ
り
、
町

が
意
見
や
注
意
を
申
し
上
げ
る
立
場
に
は
な

い
。

【
各
集
会
所
の
ト
イ
レ
の
水
洗
化
に
つ
い
て
】

問
町
内
の
集
会
所
は
何
件
あ
る
か
。
ま
た
、

ト
イ
レ
の
水
洗
化
に
な
っ
て
い
る
の
は
何
件

あ
る
か
。

答
集
会
所
施
設
は
１
１
１
件
、
う
ち
、
簡

易
水
洗
に
よ
る
ト
イ
レ
設
備
を
除
き
、
浄
化

槽
等
に
よ
り
水
洗
化
さ
れ
た
ト
イ
レ
設
備
が

整
備
さ
れ
て
い
る
集
会
所
施
設
は
35
件
で
あ

る
。

問
環
境
衛
生
的
に
も
、
ま
た
年
配
の
方
が
多

い
町
内
で
は
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
案

件
で
は
な
い
か
。
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答
地
域
の
申
請
に
よ
り
、
町
が
浄
化
槽
の
設

置
か
ら
維
持
管
理
ま
で
一
括
し
て
行
う
「
公

共
浄
化
槽
等
整
備
推
進
事
業
」
を
活
用
い
た

だ
く
よ
う
案
内
を
し
て
い
る
ほ
か
、
事
業
対

象
と
な
ら
な
い
地
域
や
対
象
外
と
な
る
改
修

経
費
等
に
つ
い
て
も
、
集
会
所
施
設
の
修
繕
、

改
修
、
設
備
導
入
等
の
経
費
の
一
部
を
補
助

す
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
整
備
事
業
補
助

金
」
の
活
用
を
案
内
す
る
な
ど
、
各
部
落
等

か
ら
の
相
談
に
よ
り
、
随
時
対
応
し
て
い
る
。

【
町
営
住
宅
の
管
理
に
つ
い
て
】

問
高
齢
の
方
や
体
の
不
自
由
な
方
の
周
辺
管

理
は
、
行
政
が
で
き
な
い
か
。

答
鬼
北
町
町
営
住
宅
管
理
条
例
第
23
条
に
お

い
て
「
入
居
者
は
、
周
辺
の
環
境
を
乱
し
、

又
は
他
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
行
為
を
し
て
は
な

ら
な
い
。」
と
規
定
し
て
お
り
、
こ
の
規
定
に

違
反
し
た
場
合
は
、
住
宅
の
明
渡
し
請
求
が

で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
町
と
し
て
は
、

こ
う
い
っ
た
事
態
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
入

居
者
説
明
会
で
の
注
意
事
項
と
し
て
「
住
宅

の
周
り
の
雑
草
除
去
等
の
作
業
は
、
入
居
者

自
身
で
行
う
こ
と
。」
と
の
周
知
を
行
い
、
さ

ら
に
、
毎
年
３
月
の
家
賃
決
定
通
知
送
付
時

に
、
入
居
者
の
義
務
と
し
て
、
周
辺
の
環
境

整
備
と
適
切
な
管
理
を
お
願
い
し
て
い
る
。

な
お
、
共
有
部
分
に
つ
い
て
は
、
町
で
管
理

し
て
い
る
。

◆
入　

田　
　

伸　

介　

議
員

【
地
方
債
返
済
の
資
金
流
動
性
に
つ
い
て
】

問
基
準
財
政
需
要
額
が
減
少
し
た
際
、
財
源

不
足
分
も
減
少
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ

ま
で
通
り
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
す
る
た

め
に
そ
の
減
少
分
を
交
付
税
措
置
分
が
補
う

こ
と
に
な
ら
な
い
か
。

答
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
は
、
一
定
の
行

政
サ
ー
ビ
ス
水
準
が
提
供
で
き
る
よ
う
制
度

設
計
さ
れ
て
お
り
、
ご
指
摘
の
よ
う
な
こ
と

に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

問
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
財
政

出
動
は
い
か
な
る
財
源
で
い
か
ほ
ど
を
見
積

も
っ
て
い
る
か
。

答
災
害
救
助
法
適
用
と
な
る
場
合
、
避
難
所

や
食
料
支
援
、
仮
設
住
宅
に
係
る
費
用
な
ど

大
部
分
が
国
庫
負
担
と
な
る
。
一
部
自
治
体

の
負
担
も
必
要
だ
が
、
こ
れ
ら
の
財
源
は
、

財
政
調
整
基
金
で
賄
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の

金
額
は
、
災
害
の
規
模
・
被
害
の
規
模
に
よ

る
。

問
広
報
で
は
令
和
６
年
度
末
基
金
残
高

52
億
３
，
７
８
９
万
円
と
令
和
21
年
ま
で
に

町
が
負
担
す
る
借
入
額
に
対
す
る
実
質
町
負

担
額
の
総
額
22
億
６
６
４
万
円
と
を
単
純
比

較
し
て
い
る
が
、
重
要
な
点
は
実
質
負
担
額

よ
り
も
元
利
償
還
額
の
確
保
と
考
え
る
。
今

後
の
資
金
流
動
性
に
問
題
は
な
い
か
。

答
毎
年
の
元
利
償
還
金
に
つ
い
て
、
当
町
の

場
合
約
７
割
近
く
が
普
通
交
付
税
と
し
て
措

置
さ
れ
る
こ
と
が
担
保
さ
れ
て
お
り
、
残
り

は
、
一
般
財
源
と
呼
ば
れ
る
、
町
税
・
交
付
税
・

譲
与
税
等
で
賄
っ
て
い
る
が
、
償
還
金
が
か

さ
む
年
に
は
減
債
基
金
を
充
て
る
な
ど
の
対

応
を
図
っ
て
い
る
。

【
大
型
ド
ロ
ー
ン
の
配
備
に
つ
い
て
】

問
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
際
、
避
難
所
外

避
難
者
、
な
ら
び
に
崖
崩
れ
や
橋
の
損
壊
等

で
避
難
所
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
孤
立
地

区
の
住
民
に
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
取
る
の

か
。

答
支
援
物
資
の
公
平
な
分
配
と
効
率
的
な
運

用
の
た
め
、
指
定
避
難
所
へ
の
物
資
集
中
を

基
本
と
す
る
が
、
在
宅
避
難
者
に
つ
い
て
は
、

自
主
防
災
組
織
等
と
連
携
し
て
、
地
区
内
の

状
況
確
認
・
必
要
物
資
の
取
り
ま
と
め
な
ど

を
行
い
、
最
寄
り
の
指
定
避
難
所
ま
で
物
資

を
取
り
に
来
て
い
た
だ
く
こ
と
を
基
本
と

し
、
高
齢
者
や
要
配
慮
者
な
ど
、
避
難
所
へ

の
移
動
が
困
難
な
方
に
対
し
て
は
、
支
援
物

資
の
融
通
・
運
搬
を
行
い
、
住
民
の
生
活
維

持
を
支
援
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

　

次
に
、
孤
立
集
落
が
発
生
し
た
場
合
は
、

ま
ず
防
災
行
政
無
線
や
衛
星
携
帯
電
話
等
で

被
害
状
況
の
確
認
を
行
い
、
消
防
団
や
自
主

防
災
組
織
と
の
連
携
に
よ
り
必
要
物
資
等
の

情
報
収
集
に
努
め
る
。
そ
の
上
で
、
車
両
で

の
進
入
が
困
難
な
場
合
は
、
徒
歩
に
よ
る
搬

送
、
災
害
協
定
に
基
づ
く
ド
ロ
ー
ン
に
よ
る

搬
送
、
県
や
自
衛
隊
、
消
防
等
の
協
力
を
得

て
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
等
を
使
用
し
た
物
資
搬

送
を
行
う
計
画
と
し
て
い
る
。

問
救
援
物
資
を
必
要
な
と
こ
ろ
に
き
め
細
か

く
届
け
る
に
は
大
型
ド
ロ
ー
ン
の
配
備
が
効

果
的
と
考
え
る
が
町
長
の
考
え
を
問
う
。

答
道
路
が
寸
断
し
た
際
の
状
況
把
握
や
孤
立

し
た
集
落
へ
の
物
資
の
搬
送
手
段
と
し
て
ド

ロ
ー
ン
は
非
常
に
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
て
お

り
、
災
害
対
応
力
の
向
上
に
寄
与
す
る
も
の

と
認
識
し
て
い
る
。

　

今
年
度
、
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に

よ
り
物
資
輸
送
が
で
き
る
大
型
ド
ロ
ー
ン
を

含
む
ド
ロ
ー
ン
３
基
を
ご
寄
付
い
た
だ
け
る

見
通
し
が
立
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

◆
兵　

頭　
　

稔　

議
員

【
道
の
駅
広
見
森
の
三
角
ぼ
う
し
の
改
修
に

つ
い
て
】

問
数
年
前
に
列
車
の
駅
の
設
置
の
要
望
が

あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
が
そ
の
時
に
、
ど
の

よ
う
に
対
応
し
た
の
か
。

答
道
の
駅
広
見
森
の
三
角
ぼ
う
し
の
供
用
開

始
頃
に
、
鉄
道
駅
の
設
置
に
つ
い
て
の
ご
意

見
を
い
た
だ
き
、
道
の
駅
広
見
森
の
三
角
ぼ

う
し
か
ら
Ｊ
Ｒ
に
対
し
、
駅
の
設
置
の
実
現

可
能
性
に
つ
い
て
、
確
認
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

工
事
を
は
じ
め
諸
条
件
を
考
慮
す
る
と
、
設

置
は
困
難
で
あ
る
と
の
回
答
を
得
た
が
、
Ｊ

Ｒ
へ
口
頭
で
の
確
認
だ
っ
た
た
め
記
録
と
し

て
の
書
類
は
残
っ
て
い
な
い
。

問
元
森
林
組
合
の
土
地
の
活
用
方
法
を
問
う
。

答
令
和
７
年
９
月
か
ら
実
施
し
て
い
る
改
修

ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
い
て
、
駐
車
場
の
拡
張
要

望
が
多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
改

修
検
討
委
員
会
」
に
お
い
て
も
同
様
の
ご
意

見
を
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
、
現
時
点
で
は
、

駐
車
場
用
地
の
活
用
を
想
定
し
て
い
る
。

　

道
の
駅
広
見
森
の
三
角
ぼ
う
し
改
修
に
つ

い
て
は
、
ま
だ
設
計
段
階
に
至
る
前
の
前
提

条
件
を
検
討
し
て
い
る
最
中
で
あ
り
、
詳
細

を
説
明
で
き
る
段
階
に
は
な
い
が
、
今
回
の

改
修
は
、
老
朽
化
し
た
道
の
駅
の
単
な
る
修

繕
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
域
の
未
来
を
見
据
え

た
„
新
し
い
道
の
駅
の
姿
“
を
創
造
す
る
大

き
な
節
目
と
位
置
付
け
て
い
る
。
多
角
的
な

視
点
か
ら
検
討
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

【
日
吉
地
区
の
公
共
施
設
の
活
用
に
つ
い
て
】

問
み
ど
り
保
育
所
、
保
健
セ
ン
タ
ー
の
２
階

の
活
用
に
つ
い
て
、
９
月
15
日
の
愛
媛
新
聞
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に
、
老
後
の
住
ま
い
の
確
保
課
題
と
題
し
て
、

シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
整
備
推
進
計
画
が
地
方
創
生

の
交
付
金
で
補
助
す
る
と
な
っ
て
い
る
が
、

こ
の
２
か
所
の
施
設
を
利
用
し
て
活
用
は
考

え
ら
れ
な
い
か
。

答
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
整
備
推
進
計
画
の
政
府
方

針
で
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

み
ど
り
保
育
所
や
日
吉
保
健
セ
ン
タ
ー
の
２

階
の
活
用
は
難
し
い
と
考
え
る
。

問
道
の
駅
日
吉
夢
産
地
が
管
理
し
て
い
る
ふ

れ
あ
い
農
園
コ
テ
ー
ジ
を
ラ
イ
ダ
ー
ハ
ウ
ス

に
改
良
し
活
用
す
る
考
え
は
な
い
か
。

答
現
時
点
で
具
体
的
な
計
画
は
な
い
。
施
設

全
体
の
利
用
方
法
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
こ

と
は
認
識
し
て
お
り
、
一
時
的
な
流
行
に
左

右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
持
続
可
能
な
活
用
方

法
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

【
水
道
事
業
の
資
産
減
耗
費
に
つ
い
て
】

問
資
産
の
種
類
と
し
て
、
機
械
装
置
、
工
具

器
具
備
品
の
２
種
類
に
な
っ
て
い
る
わ
け
を

問
う
。

答
令
和
６
年
度
に
計
上
し
た
資
産
減
耗
費
に

つ
い
て
は
、機
械
お
よ
び
装
置
（
計
装
設
備
）、

工
具
器
具
備
品
（
漏
水
探
知
機
）
で
あ
っ
た

た
め
こ
の
２
種
類
と
な
っ
て
い
る
。

問
構
造
物
、
建
物
に
つ
い
て
は
、
資
産
減
耗

費
は
発
生
し
な
い
の
か
。

答
令
和
６
年
度
に
は
資
産
減
耗
費
の
対
象
と

な
る
物
が
な
か
っ
た
た
め
計
上
し
て
い
な
い
。

◆
今　

城　
　

喜　

久　

生　

議
員

【
文
化
財
の
保
守
管
理
に
つ
い
て
】

問
井
谷
家
に
係
る
文
化
財
、
特
に
住
宅
主

屋
は
、
雨
漏
れ
な
ど
の
た
め
朽
ち
、
修
復
も

難
し
い
状
態
と
見
受
け
る
が
、
こ
こ
ま
で
に

至
っ
た
管
理
状
態
を
ど
う
考
え
る
か
、
併
せ

て
文
化
財
に
係
る
町
の
立
ち
位
置
を
問
う
。

答
平
成
29
年
度
に
町
が
土
地
・
建
物
を
取
得

し
た
時
点
で
既
に
老
朽
化
は
進
ん
で
お
り
、

主
屋
（
し
ゅ
お
く
）
や
蔵
の
本
格
的
な
保
存

改
修
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
令
和

元
年
度
に
「
井
谷
家
住
宅
保
存
活
用
検
討
委

員
会
」
を
設
置
し
、
県
の
補
助
金
を
得
て
、

現
状
把
握
と
基
本
設
計
に
着
手
し
、
国
・
県

と
協
議
を
行
い
な
が
ら
保
存
活
用
計
画
策
定

事
業
を
進
め
た
。

　

令
和
２
年
度
か
ら
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
拡
大
の
影
響
に
よ
り
、
調
査
活
動
に

遅
れ
が
生
じ
た
が
、
令
和
４
年
度
よ
り
検
討

を
再
開
し
、
大
学
と
の
連
携
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
等
を
通
じ
て
地
域
の
意
見
を
伺
い
、
令
和

５
年
度
に
「
井
谷
家
住
宅
保
存
活
用
計
画
」

を
策
定
し
た
。

　

現
在
、
こ
の
計
画
に
基
づ
き
改
修
工
事
に

向
け
た
「
井
谷
家
住
宅
保
存
改
修
工
事
実
施

設
計
委
託
業
務
」
を
進
め
て
い
る
。

　

今
年
度
は
周
囲
の
安
全
確
保
の
た
め
井
谷

家
住
宅
保
存
整
備
工
事
（
外
構
工
事
）
を
実

施
し
て
、
国
登
録
有
形
文
化
財
で
あ
る
南
面

（
な
ん
め
ん
）
石
垣
等
の
修
繕
を
行
う
予
定
で

あ
る
。

【
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
Ｂ
ｅ-

Ｉ
Ｎ
Ｎ
の
運

営
状
況
に
つ
い
て
】

問
当
オ
フ
ィ
ス
の
利
用
率
お
よ
び
収
支
の
状

況
に
つ
い
て
。

答
運
用
開
始
か
ら
令
和
６
年
度
ま
で
の
３
年

間
に
お
け
る
利
用
件
数
は
12
件
、
施
設
利
用

料
と
し
て
の
収
入
は
１
３
０
万
円
、
ま
た
、

光
熱
水
費
や
建
物
借
り
上
げ
料
な
ど
、
支
出

に
お
け
る
経
常
的
経
費
は
３
９
０
万
円
で
あ

る
。

　

ま
た
、
令
和
７
年
度
に
お
け
る
収
支
見
込

み
は
、
利
用
件
数
が
４
件
、
施
設
利
用
料
と

し
て
の
収
入
を
１
１
０
万
円
、
光
熱
水
費

や
建
物
借
り
上
げ
料
な
ど
、
支
出
に
お
け
る

経
常
的
経
費
を
１
２
０
万
円
と
見
込
ん
で
い

る
。

◆
中　

山　
　

定　

則　

議
員

【
第
三
次
鬼
北
町
長
期
総
合
計
画
に
つ
い
て
】

問
施
策
方
針
の
主
な
成
果
指
標
で
達
成
で
き

な
か
っ
た
次
の
項
目
に
つ
い
て
第
三
次
鬼
北

町
長
期
総
合
計
画
前
期
基
本
計
画
の
成
果
指

標
項
目
と
す
る
考
え
は
な
い
か
。

答
鬼
北
町
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
の
温
水
化

お
よ
び
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
の
整
備
に
つ
い
て

は
、
第
三
次
鬼
北
町
長
期
総
合
計
画
前
期
基

本
計
画
の
成
果
指
標
項
目
と
す
る
こ
と
を
検

討
し
て
い
る
。

問
第
三
次
鬼
北
町
長
期
総
合
計
画
の
前
期
基

本
計
画
に
「
近
永
ア
ル
コ
ー
ル
工
場
跡
地
未

利
用
地
の
活
用
と
し
て
、講
演
会
、コ
ン
サ
ー

ト
、
発
表
会
等
が
で
き
る
ホ
ー
ル
の
ほ
か
、

世
代
を
超
え
た
交
流
を
促
進
し
、
地
域
住
民

の
居
場
所
と
な
る
機
能
を
備
え
た
生
涯
学
習

拠
点
施
設
の
整
備
」
を
成
果
指
標
に
設
け
る

考
え
は
な
い
か
。

答
次
期
計
画
お
け
る
前
期
計
画
内
に
お
い

て
、
町
財
政
や
地
域
の
実
情
、
社
会
情
勢
や

時
代
背
景
等
を
踏
ま
え
た
上
で
、
施
設
整
備

や
運
営
の
在
り
方
、
具
体
的
な
活
用
策
な
ど
、

改
め
て
整
備
計
画
案
の
策
定
に
着
手
す
る
か

ど
う
か
を
含
め
て
、
都
度
、
全
員
協
議
会
等

を
通
じ
て
ご
意
見
を
頂
戴
し
、
計
画
案
の
策

定
に
努
め
て
い
く
。

【
鬼
北
総
合
公
園
に
つ
い
て
】

問
施
設
内
の
備
品
・
器
具
の
計
画
的
な
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
を
行
う
考
え
は
な
い
か
。

答
特
に
安
全
性
が
求
め
ら
れ
る
体
育
館
内
の

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
機
器
に
つ
い
て
、
年
１
回
、

専
門
業
者
に
よ
る
定
期
点
検
を
実
施
し
て
い

る
。

　

そ
の
他
の
設
備
に
つ
い
て
も
、
指
定
管
理

者
が
常
時
、
目
視
等
に
よ
る
点
検
を
行
っ
て

お
り
、
故
障
が
生
じ
た
場
合
で
も
、
軽
微
な

も
の
で
あ
れ
ば
す
ぐ
に
対
応
し
て
い
る
。

問
グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
の
再
開
時
期
お
よ
び

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
広
場
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の

掲
載
に
つ
い
て
。

答
現
在
は
利
用
者
の
頻
度
が
高
い
施
設
や
、

破
損
等
に
よ
り
危
険
が
予
測
さ
れ
る
緊
急
性

の
高
い
修
繕
を
最
優
先
に
対
応
し
て
い
る
た

め
、
グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
の
再
開
時
期
は
、

現
時
点
で
は
未
定
で
あ
る
。

　

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
広
場
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

の
掲
載
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成

時
の
記
載
漏
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
た

め
、
直
ち
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
更
新
作
業
を

行
い
、
現
在
は
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
広
場
に
つ
い

て
も
、
写
真
な
ど
が
閲
覧
可
能
な
状
態
と

な
っ
て
い
る
。

問
今
後
の
長
寿
命
化
計
画
の
概
要
に
つ
い
て
。

答
施
設
の
老
朽
化
対
策
と
し
て
、
体
育
館
の

屋
根
な
ど
外
構
部
分
の
修
繕
を
は
じ
め
、
ア

リ
ー
ナ
内
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
ゴ
ー
ル
の
更
新
、

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
広
場
の
遊
具
の
更
新
、
さ
ら

に
は
園
内
照
明
設
備
の
更
新
、
体
育
館
ア

リ
ー
ナ
照
明
の
修
繕
等
を
検
討
課
題
と
し
て

挙
げ
て
い
る
。

　

実
施
に
は
、
多
額
の
費
用
が
見
込
ま
れ
る
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こ
と
か
ら
、
国
な
ど
の
補
助
金
や
交
付
金
を

最
大
限
に
活
用
す
る
こ
と
、
お
よ
び
町
の
財

政
状
況
を
十
分
に
勘
案
し
た
上
で
、
事
業
実

施
の
優
先
順
位
や
時
期
に
つ
い
て
適
切
に
判

断
し
て
い
き
た
い
。

【
Ｋ
Ｉ
Ｈ
Ｏ
Ｃ
Ａ
カ
ー
ド
に
つ
い
て
】

問
65
歳
以
上
の
方
の
何
割
が
Ｋ
Ｉ
Ｈ
Ｏ
Ｃ
Ａ

カ
ー
ド
を
保
有
し
て
い
る
か
。

答
11
月
30
日
時
点
の
65
歳
以
上
保
有
率
は

45
％
で
あ
る
。

問
今
年
度
４
月
か
ら
11
月
ま
で
の
月
平
均
の

バ
ス
と
タ
ク
シ
ー
そ
れ
ぞ
れ
の
運
賃
割
引
件

数
と
金
額
、
タ
ク
シ
ー
の
割
引
利
用
回
数
が

30
回
以
上
の
方
は
何
人
か
、
ま
た
割
引
事
業

の
周
知
方
法
に
つ
い
て
。

答
10
月
ま
で
の
実
績
等
に
つ
い
て
の
回
答
と

な
る
が
、
４
月
か
ら
10
月
ま
で
の
７
ケ
月
間

に
お
け
る
月
平
均
利
用
者
は
３
３
５
人
、
月

平
均
支
援
金
額
は
18
万
５
千
円
、
タ
ク
シ
ー

割
引
利
用
者
の
７
ケ
月
間
に
お
け
る
月
平
均

利
用
者
は
３
２
２
人
、
月
平
均
支
援
金
額
は

39
万
７
千
円
、
タ
ク
シ
ー
の
割
引
利
用
回
数

が
30
回
以
上
の
方
は
18
人
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
運
賃
割
引
事
業
の
周
知
方
法
は
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
等
に
よ
り
事
業
周
知

を
行
っ
て
い
る
。

問
今
後
、
利
用
加
盟
店
舗
に
つ
い
て
増
え
る

見
込
み
が
あ
る
か
、
ま
た
ポ
イ
ン
ト
事
業
の

周
知
方
法
に
つ
い
て
。

答
加
盟
店
の
募
集
、
Ｋ
Ｉ
Ｈ
Ｏ
Ｃ
Ａ
ポ
イ

ン
ト
事
業
に
つ
い
て
は
商
工
会
に
お
い
て
随

時
、
商
工
会
加
盟
店
へ
の
チ
ラ
シ
配
布
や
商

工
会
会
報
誌
へ
の
掲
載
、
商
工
会
会
員
参
集

の
場
や
個
別
で
の
店
舗
訪
問
に
よ
り
加
盟
店

募
集
を
含
め
、
事
業
周
知
に
取
り
組
ん
で
お

り
、
現
在
、
Ｋ
Ｉ
Ｈ
Ｏ
Ｃ
Ａ
の
利
用
に
向
け

準
備
を
い
た
だ
い
て
い
る
店
舗
、
今
後
導
入

に
向
け
検
討
中
の
店
舗
等
も
あ
る
と
聞
い
て

い
る
。

　

ま
た
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
加
盟
店

の
募
集
や
Ｋ
Ｉ
Ｈ
Ｏ
Ｃ
Ａ
ポ
イ
ン
ト
事
業
の

周
知
、
商
工
会
に
同
行
し
て
の
個
別
店
舗
訪

問
な
ど
店
舗
拡
大
お
よ
び
制
度
周
知
に
取
り

組
ん
で
い
る
。

問
今
後
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
イ
ベ
ン
ト

へ
の
参
加
な
ど
ど
の
よ
う
な
事
業
に
行
政
ポ

イ
ン
ト
の
付
与
を
考
え
て
い
る
か
。
ま
た
、

行
政
ポ
イ
ン
ト
の
付
与
に
要
す
る
財
源
を
ど

の
よ
う
に
確
保
す
る
の
か
。

答
現
時
点
に
お
い
て
、
行
政
ポ
イ
ン
ト
付
与

の
対
象
と
す
る
新
た
な
メ
ニ
ュ
ー
等
の
検
討

に
は
着
手
を
し
て
お
ら
ず
、
今
後
、
来
年
度

に
お
け
る
当
初
予
算
編
成
に
お
い
て
、
今
年

度
に
お
け
る
ポ
イ
ン
ト
実
績
や
事
業
状
況
、

各
担
当
課
に
お
け
る
要
望
や
提
案
等
も
聞
く

中
、
新
た
な
行
政
ポ
イ
ン
ト
付
与
の
対
象
と

す
る
事
業
等
の
検
討
、
併
せ
て
、
財
源
等
の

考
え
方
に
つ
い
て
も
整
理
を
し
て
い
く
。

◆
大　

川　
　

正　

展　

議
員

【
鬼
北
町
地
域
公
共
交
通
計
画
に
つ
い
て
】

問
ニ
ー
ズ
調
査
の
実
施
方
法
と
し
て
、
町
内

各
地
域
で
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施
と
あ
る

が
、
現
在
の
ア
ン
ケ
ー
ト
回
数
と
、
そ
の
結

果
ど
の
よ
う
な
検
討
を
行
っ
た
の
か
。

答
計
画
取
組
の
一
つ
と
し
て
令
和
５
年
12
月

よ
り
事
業
を
開
始
し
た
「
デ
ジ
タ
ル
技
術
を

活
用
し
た
運
賃
支
払
シ
ス
テ
ム
」
に
つ
い
て
、

当
事
業
利
用
者
を
対
象
に
サ
ン
プ
ル
調
査
に

よ
る
事
業
検
証
を
行
い
、
運
賃
割
引
事
業
に

お
け
る
対
象
者
お
よ
び
利
用
回
数
の
拡
充
な

ど
見
直
し
を
行
っ
た
。

問
移
動
手
段
の
創
出
、
新
た
な
移
動
手
段
の

創
出
、
実
施
し
た
地
区
を
算
出
す
る
と
あ
る

が
、
地
区
に
不
公
平
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
ど
の
よ
う
な
対
策
を
検
討
し
て
い
る

の
か
。

答
三
島
地
区
に
お
け
る
自
家
用
有
償
運
送
事

業
は
、
民
間
交
通
事
業
者
の
事
業
圧
迫
と
な

ら
な
い
よ
う
運
行
範
囲
を
当
該
地
区
内
の
み

に
限
定
し
、
公
民
館
や
地
域
の
交
通
協
議
会

を
中
心
に
運
営
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
町

は
車
両
の
貸
与
や
運
営
費
の
補
助
等
を
行
っ

て
い
る
。

　

他
の
地
区
等
に
つ
い
て
も
当
事
業
の
要
件

等
に
合
致
す
る
場
合
は
、
地
域
の
要
望
に
よ

り
自
家
用
有
償
運
送
事
業
の
導
入
に
つ
い
て

支
援
に
努
め
た
い
と
考
え
、
地
域
間
で
不
公

平
等
の
生
じ
な
い
よ
う
、
慎
重
に
検
討
を
し

い
く
。

問
三
島
地
域
の
通
称
サ
ン
タ
ク
は
、
65
歳
以

上
の
免
許
証
を
保
有
し
て
い
な
い
方
を
対
象

と
し
て
い
る
が
、
障
が
い
者
は
年
齢
に
関
係

な
く
、
交
通
弱
者
で
多
く
の
問
題
点
も
あ
る

が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

答
三
島
ふ
れ
あ
い
タ
ク
シ
ー
に
つ
い
て
は
、

地
域
の
協
議
会
を
中
心
に
運
営
さ
れ
て
お

り
、
利
用
対
象
者
に
つ
い
て
も
当
協
議
会
に

お
い
て
判
断
が
さ
れ
る
。

　

ド
ラ
イ
バ
ー
は
地
域
の
一
般
住
民
で
も
あ

り
高
齢
者
も
多
い
と
聞
い
て
い
る
こ
と
か

ら
、
障
が
い
の
状
況
に
よ
っ
て
は
乗
降
へ
の

対
応
が
困
難
な
場
合
も
想
定
さ
れ
る
た
め
、

利
用
対
象
と
す
る
場
合
は
、
協
議
会
に
お
い

て
慎
重
に
検
討
が
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

問
松
野
町
の
デ
マ
ン
ド
バ
ス
の
実
証
実
験
も

始
ま
っ
て
い
る
が
、
予
約
制
の
た
め
時
間
帯

の
問
題
も
あ
る
と
思
う
。
観
光
、
医
療
機
関

等
の
移
動
手
段
と
し
て
、
近
隣
自
治
体
と
の

連
携
も
必
要
と
考
え
る
が
、
近
隣
自
治
体
と

の
協
議
は
、
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る
の
か
。

答
現
在
、
愛
媛
県
を
中
心
と
し
て
、
近
隣
市

町
、
観
光
、
学
校
、
病
院
等
の
関
係
者
で
組

織
さ
れ
た
「
愛
媛
県
南
予
南
部
交
通
ア
ク
セ

ス
向
上
検
討
会
」
に
よ
り
各
自
治
体
に
お
け

る
地
域
の
実
情
や
公
共
交
通
に
お
け
る
地
域

課
題
に
つ
い
て
随
時
意
見
交
換
を
行
い
、
広

域
利
用
ニ
ー
ズ
の
高
い
医
療
機
関
へ
の
移
動

手
段
の
確
保
、
ま
た
広
域
観
光
の
促
進
と

い
っ
た
共
通
課
題
に
つ
い
て
も
、
整
理
を

行
っ
て
い
る
。

◆
山　

本　
　

博　

士　

議
員

【
新
規
事
業
改
質
リ
グ
ニ
ン
に
つ
い
て
】

問
当
初
の
説
明
で
は
、
鬼
北
町
の
持
出
し
は

ゼ
ロ
円
で
あ
る
と
聞
い
て
い
た
が
、
間
違
い

な
い
の
か
。

答
ま
ず
こ
の
事
業
で
整
備
す
る
施
設
は
「
町

の
公
共
施
設
」
と
し
て
建
設
す
る
も
の
で
あ

り
、
建
設
経
費
お
よ
び
運
営
経
費
と
も
に
町

で
予
算
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
町
の
持
出

し
は
生
じ
る
と
回
答
す
る
。

　

施
設
用
地
の
造
成
や
建
屋
整
備
に
係
る
全

体
事
業
費
は
約
20
億
円
を
見
込
ん
で
い
る
。

財
源
は
、
国
の
新
し
い
地
方
経
済
・
生
活
環

境
創
生
交
付
金
を
活
用
し
、
補
助
率
は
２
分

の
１
、
残
り
の
２
分
の
１
を
起
債
、
過
疎
対

策
事
業
債
を
借
入
れ
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。
そ
の
起
債
償
還
に
係
る
地
方
交
付
税
で

措
置
さ
れ
る
部
分
を
除
い
た
額
が
町
の
実
質
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負
担
と
な
り
、
起
債
借
入
額
約
10
億
円
の
う

ち
３
割
の
約
３
億
円
が
町
の
持
出
し
と
な
る

試
算
で
あ
る
。

　

ま
た
、
施
設
整
備
後
の
運
営
は
、
指
定
管

理
者
制
度
に
よ
り
施
設
の
運
営
管
理
を
行
う

予
定
で
あ
り
、
年
間
５
０
０
万
円
を
上
限
に

運
営
管
理
経
費
を
予
算
計
上
す
る
予
定
と
し

て
い
る
。
こ
の
運
営
管
理
に
要
す
る
経
費
に

つ
い
て
も
町
の
負
担
と
な
る
が
、
指
定
管
理

者
は
、
公
共
施
設
を
活
用
し
て
改
質
リ
グ
ニ

ン
関
連
事
業
を
行
う
た
め
、
施
設
使
用
料
を

町
に
納
入
す
る
た
め
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て

の
持
出
し
は
出
な
い
と
考
え
る
。

問
資
金
の
流
れ
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

答
本
事
業
の
施
設
建
設
に
つ
い
て
は
、
２
つ

の
国
の
補
助
事
業
を
活
用
す
る
。

　

１
つ
目
は
、
農
林
水
産
省
の
中
小
企
業
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
推
進
事
業
（
Ｓ
Ｂ
Ｉ
Ｒ
）

で
あ
り
、
事
業
費
は
21
億
８
，
５
０
０
万
円
。

こ
の
補
助
金
は
、
民
間
企
業
が
国
か
ら
直
接

採
択
を
受
け
て
実
施
す
る
も
の
で
、
改
質
リ

グ
ニ
ン
の
製
造
設
備
が
補
助
対
象
で
あ
る
。

従
っ
て
、
町
の
予
算
措
置
は
不
要
で
あ
る
。

　

２
つ
目
は
、
内
閣
府
の
新
し
い
地
方
経

済
・
生
活
環
境
創
生
交
付
金
で
、
事
業
費
は

19
億
９
千
９
８
４
万
６
千
円
で
あ
る
。
こ
の

交
付
金
を
活
用
し
て
、
用
地
造
成
、
施
設
建

屋
、
木
材
加
工
設
備
、
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ

ム
お
よ
び
蓄
電
池
設
備
な
ど
を
整
備
す
る
。

こ
の
費
用
は
、
町
の
予
算
に
計
上
し
て
、
Ｐ

Ｆ
Ｉ
方
式
に
よ
り
特
別
目
的
会
社
と
事
業
契

約
を
締
結
し
、
委
託
料
と
し
て
支
出
す
る
。

施
設
整
備
後
、
稼
働
可
能
と
な
っ
た
段
階
で

は
、
運
営
管
理
費
と
し
て
年
間
５
０
０
万
円

を
上
限
に
指
定
管
理
者
と
な
る
特
別
目
的
会

社
へ
委
託
料
を
支
払
う
予
定
で
あ
る
。
特
別

目
的
会
社
は
、
町
か
ら
の
委
託
料
と
民
間
資

金
を
合
わ
せ
て
、
調
査
・
測
量
・
設
計
・
建
設
、

そ
し
て
施
設
の
運
営
管
理
ま
で
を
一
体
的
に

実
施
す
る
こ
と
と
な
る
。

問
株
式
会
社
ア
ド
バ
ン
テ
ッ
ク
と
の
契
約

は
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

答
改
質
リ
グ
ニ
ン
事
業
に
関
し
て
、
町
と
株

式
会
社
ア
ド
バ
ン
テ
ッ
ク
が
直
接
契
約
を
締

結
す
る
予
定
は
な
い
が
、
現
在
、「
森
林
資
源

を
活
用
し
た
地
域
循
環
型
産
業
創
出
事
業
に

関
す
る
協
定
書
」
の
締
結
に
向
け
て
協
議
を

進
め
て
い
る
。
こ
の
協
定
書
は
、
相
手
方
の

確
認
を
得
て
お
り
、
締
結
可
能
な
段
階
ま
で

協
議
が
進
ん
で
い
る
。
協
定
内
容
は
、
町
と

株
式
会
社
ア
ド
バ
ン
テ
ッ
ク
が
連
携
す
る
事

項
、
役
割
分
担
、
林
業
振
興
へ
の
支
援
、
事

業
用
地
に
関
す
る
利
用
制
限
な
ど
、
双
方
が

順
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
、
相
互
に
確
約
す

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

問
Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
を
導
入
す
る
と
の
こ
と
だ

が
、
ど
う
い
っ
た
企
業
が
参
画
さ
れ
る
の
か
。

答
応
募
の
あ
っ
た
グ
ル
ー
プ
は
、「
鬼
北
バ

イ
オ
Ｐ
Ｆ
Ｉ
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
」
と
い
う
名

称
で
、
代
表
企
業
は
、
東
京
都
の
株
式
会
社

ア
ド
バ
ン
テ
ッ
ク
、
構
成
企
業
は
西
条
市
の

株
式
会
社
ク
ー
ル
デ
ザ
イ
ン
と
、
東
京
都
の

株
式
会
社
木
質
素
研
究
所
で
あ
る
。
今
後
、

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
契
約
に
向
け
て
、
優
先
交
渉
権

者
が
本
事
業
の
実
施
主
体
と
な
る
特
別
目
的

会
社
を
設
立
し
、
町
と
特
別
目
的
会
社
が
仮

契
約
を
締
結
し
た
後
、
議
会
の
議
決
を
経
て
、

本
契
約
を
締
結
す
る
運
び
と
な
る
。

問
鬼
北
町
に
お
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
経
済
効

果
を
見
込
ん
で
い
る
の
か
。

答
施
設
整
備
段
階
に
お
い
て
は
、
地
元
の
工

事
関
係
者
や
資
材
調
達
に
対
す
る
需
要
が
発

生
し
、
一
定
の
経
済
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
改
質
リ
グ
ニ
ン
工
場
の
稼
働
後
は
、

森
林
資
源
を
生
か
し
た
新
た
な
産
業
の
創
出

に
つ
な
が
り
、
工
場
の
運
営
に
伴
う
新
た
な

雇
用
創
出
、
そ
し
て
移
住
・
定
住
の
促
進
が

見
込
ま
れ
る
。
林
業
面
に
お
い
て
も
間
伐
材

や
低
質
材
の
利
用
拡
大
に
よ
り
、
林
業
従
事

者
の
所
得
向
上
や
雇
用
創
出
と
い
っ
た
効
果

が
期
待
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
事
業
が
も
た
ら
す
の
は
直
接

的
な
経
済
的
効
果
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
内

の
商
業
活
動
へ
の
間
接
的
な
波
及
効
果
、
バ

イ
オ
由
来
素
材
の
生
産
に
よ
る
循
環
型
社
会

へ
の
貢
献
と
い
っ
た
効
果
も
考
え
ら
れ
る
。

加
え
て
、
こ
の
改
質
リ
グ
ニ
ン
事
業
は
革
新

的
な
技
術
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
、

全
国
の
自
治
体
や
林
業
事
業
者
な
ど
か
ら
注

目
を
集
め
る
可
能
性
が
高
く
、
マ
ス
コ
ミ
等

か
ら
の
関
心
も
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
視

察
を
通
じ
た
交
流
人
口
の
増
加
や
当
町
の
情

報
発
信
の
機
会
拡
大
に
も
つ
な
が
る
と
期
待

し
て
い
る
。

　

な
お
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
金
額
を
伴

う
具
体
的
な
経
済
効
果
の
算
出
に
は
至
っ
て

い
な
い
。

【
義
務
教
育
教
材
に
つ
い
て
】

問
令
和
７
年
度
一
般
会
計
当
初
予
算
の
中

で
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
購
入
が
あ
っ
た
が
、
子

ど
も
た
ち
が
現
在
使
用
し
て
い
る
タ
ブ
レ
ッ

ト
を
、
下
取
り
と
か
、
そ
の
他
契
約
上
の
問

題
が
な
け
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
に
そ
の
ま
ま

プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

答
端
末
を
ご
家
庭
へ
譲
渡
す
る
こ
と
自
体

は
、
契
約
上
可
能
で
あ
る
が
、
当
該
端
末
の

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
サ
ポ
ー
ト
期
限
は
「
令
和
11

年
６
月
」
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、
期
限
後
は

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能
が
停
止
す
る
た
め
、
安

全
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
結

果
と
し
て
廃
棄
処
分
が
必
要
と
な
る
。

　

文
部
科
学
省
等
か
ら
は
、
確
実
な
デ
ー
タ

消
去
や
国
内
で
の
再
資
源
化
な
ど
、
法
令
に

基
づ
い
た
「
適
切
な
処
分
」
を
自
治
体
の
責

任
で
行
う
よ
う
通
知
さ
れ
て
い
る
た
め
、
現

時
点
で
は
譲
渡
を
行
わ
ず
、
教
職
員
用
端
末

と
し
て
の
活
用
や
予
備
機
と
し
て
の
活
用
を

行
う
予
定
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
町
の
備
品
と
し
て
管
理
し
た
う

え
で
、
こ
の
予
備
機
を
「
家
庭
学
習
専
用
端

末
」
と
し
て
児
童
生
徒
に
貸
与
し
、
自
宅
で

活
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
12
月
１
日
の
校

長
会
に
て
周
知
済
み
で
あ
る
た
め
、
今
後
、

各
学
校
の
判
断
に
よ
り
柔
軟
な
運
用
が
図
ら

れ
る
も
の
と
考
え
る
。

◆
末　

廣　
　

啓　

議
員

【
成
川
観
光
施
設
の
現
状
に
つ
い
て
】

問
鬼
北
町
も
相
当
の
投
資
を
し
、
改
修
さ
れ

た
が
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
か
ら
１
年

余
り
、
現
在
の
費
用
対
効
果
は
ど
の
よ
う
な

状
況
に
あ
る
の
か
。

答
利
用
者
数
は
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
当
時
に
比
べ

る
と
お
お
む
ね
堅
調
に
推
移
し
て
お
り
、
特

に
夏
季
に
お
け
る
長
期
休
暇
期
間
に
お
い
て

は
想
定
を
上
回
る
利
用
が
見
ら
れ
、
リ
ピ
ー

ト
率
も
向
上
し
て
い
る
と
の
報
告
を
い
た
だ

い
た
が
、
一
方
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
高
騰

や
資
材
費
、
人
件
費
等
の
上
昇
を
背
景
に
運



広報きほく　2026.213

営
経
費
が
膨
ら
ん
で
い
る
部
分
も
あ
り
、
単

年
度
収
支
と
し
て
黒
字
化
に
転
じ
る
に
は
も

う
数
年
か
か
る
と
も
聞
い
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
着
実
に
効
果
を
生
ん
で
い
る
も
の

と
認
識
し
て
い
る
。

問
直
営
、
指
定
管
理
の
時
と
比
べ
て
利
用
者

数
に
変
化
は
み
ら
れ
る
か
。

答
直
営
最
後
と
な
る
平
成
24
年
度
当
時
は
、

温
泉
施
設
の
利
用
を
含
め
、
約
５
万
人
の
利

用
が
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
が
、
最
初
の

指
定
管
理
者
に
よ
る
指
定
管
理
が
終
了
と
な

る
令
和
２
年
度
に
は
、
約
２
万
８
千
人
程
度

ま
で
減
少
し
て
お
り
、
新
た
な
指
定
管
理
者

と
な
っ
た
令
和
３
年
度
か
ら
は
年
間
２
万
人

か
ら
３
万
人
の
間
で
推
移
し
て
い
る
。

問
町
の
観
光
施
設
と
し
て
数
少
な
い
施
設
で

あ
る
が
、
町
内
外
の
多
く
の
人
に
利
用
さ
れ

る
べ
き
と
考
え
る
。
利
用
対
象
者
は
ど
こ
に

置
い
て
い
る
の
か
。

答
家
族
連
れ
や
高
齢
の
旅
行
者
、
ま
た
、
ア

ウ
ト
ド
ア
志
向
の
利
用
者
な
ど
県
内
外
か
ら

の
幅
広
い
利
用
を
対
象
と
し
て
い
る
。

問
ジ
ビ
エ
加
工
処
理
施
設
か
ら
は
撤
退
さ
れ

た
委
託
会
社
で
あ
る
が
、
成
川
の
運
営
か
ら

撤
退
す
る
こ
と
は
な
い
の
か
。
ど
の
よ
う
な

契
約
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

答
現
在
の
指
定
管
理
者
は
、「
鬼
北
町
成
川

渓
谷
休
養
休
憩
施
設
及
び
鬼
北
町
成
川
キ
ャ

ン
プ
場
施
設
の
管
理
に
関
す
る
基
本
協
定

書
」
に
よ
り
指
定
管
理
期
間
を
令
和
３
年

４
月
１
日
か
ら
令
和
13
年
３
月
31
日
ま
で
の

10
年
間
を
基
本
協
定
書
に
よ
り
締
結
し
て
い

る
。

　

当
指
定
管
理
者
は
、
当
施
設
の
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
改
修
に
お
い
て
相
当
額
を
投
資
し
て
い

る
ほ
か
、
黒
字
化
に
転
じ
る
ま
で
の
損
失
等

に
つ
い
て
も
指
定
管
理
者
に
よ
る
補
填
に
よ

り
運
営
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
管
理
者
の

投
資
額
相
当
分
は
、
指
定
管
理
期
間
内
に
お

け
る
施
設
の
黒
字
収
益
化
に
よ
り
回
収
を
し

て
い
く
、
当
初
か
ら
の
指
定
管
理
者
の
考
え

方
で
あ
っ
た
た
め
、
先
般
撤
退
と
な
っ
た
施

設
の
指
定
管
理
業
務
と
は
背
景
が
異
な
る
と

捉
え
て
い
る
。

【
学
校
給
食
に
つ
い
て
】

問
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
対
象
の
児
童
、
生
徒
が

広
見
、
日
吉
の
小
学
校
、
中
学
校
に
そ
れ
ぞ

れ
何
人
い
る
の
か
。

答
広
見
地
区
の
小
学
校
が
７
名
、
中
学
校
が

３
名
、
日
吉
地
区
の
小
学
校
が
０
名
、
中
学

校
が
１
名
の
、
合
計
11
名
と
な
っ
て
い
る
。

問
ア
レ
ル
ギ
ー
体
質
の
チ
ェ
ッ
ク
は
、
ど
の

時
点
で
行
っ
て
い
る
か
。

答
小
学
校
入
学
前
の
11
月
頃
に
実
施
さ
れ
る

「
就
学
時
健
康
診
断
」
の
際
、
保
護
者
の
方
に

ア
レ
ル
ギ
ー
の
有
無
に
つ
い
て
、
書
面
で
提

出
い
た
だ
い
た
上
で
聞
き
取
り
調
査
を
実
施

し
て
い
る
。

　

保
育
園
で
も
給
食
が
提
供
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、保
育
園
と
小
学
校
が
連
携
す
る
「
保

小
連
絡
協
議
会
」
等
の
場
を
活
用
し
、
ア
レ

ル
ギ
ー
を
持
つ
園
児
の
情
報
を
入
学
前
に
引

き
継
ぐ
こ
と
で
、
切
れ
目
の
な
い
支
援
体
制

を
構
築
し
て
い
る
。

問
現
時
点
で
、
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
に
対
応
し

た
施
設
は
な
い
と
の
説
明
だ
っ
た
が
、
今
後

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

答
現
在
、
原
材
料
名
等
を
記
載
し
た
献
立
表

を
配
布
し
、
保
護
者
に
内
容
を
十
分
確
認
い

た
だ
い
た
上
で
、
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
に
よ
り

食
べ
ら
れ
な
い
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
る
日
に
は
、

ご
家
庭
か
ら
代
替
食
を
持
参
し
て
い
た
だ
く

な
ど
、
保
護
者
の
皆
様
に
ご
協
力
を
い
た
だ

い
て
い
る
。

　

ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
調
理
室
の
設
置
に
つ
い

て
は
、
安
心
・
安
全
な
給
食
提
供
の
観
点
か

ら
も
検
討
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、

将
来
的
に
施
設
の
建
替
え
計
画
を
策
定
す
る

際
に
、
最
重
要
事
項
の
一
つ
と
し
て
検
討
し

た
い
と
考
え
て
い
る
。

問
害
虫
等
の
駆
除
は
ど
れ
く
ら
い
の
間
隔
で

行
っ
て
い
る
か
。

答
給
食
調
理
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
、

給
食
の
提
供
が
な
い
長
期
休
業
期
間
で
あ
る

８
月
と
３
月
の
年
２
回
、
両
施
設
に
お
い
て

専
門
の
業
者
に
よ
り
実
施
し
て
い
る
。

【
新
規
就
農
者
に
対
す
る
支
援
策
に
つ
い
て
】

問
現
在
の
鬼
北
町
の
認
定
農
業
者
の
年
齢
別

人
数
と
性
別
を
問
う
。

答
認
定
農
業
者
は
、
30
歳
代
４
人
、
40
歳
代

13
人
、
50
歳
代
５
人
、
60
歳
代
16
人
、
70
歳

代
20
人
、
80
歳
以
上
３
人
で
あ
り
、
性
別
は
、

男
性
55
人
、
女
性
６
人
、
合
計
61
人
を
認
定

し
て
い
る
。

問
新
規
に
農
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
者
に
対

し
て
の
支
援
策
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

か
。

答
当
町
の
単
独
事
業
と
し
て
、
新
規
就
農

者
の
育
成
を
目
的
に
「
農
業
研
修
制
度
」
を

設
け
て
い
る
。
本
制
度
で
は
、
年
齢
等
に
よ

り
幅
は
あ
る
が
、
研
修
期
間
を
１
年
間
か
ら

２
年
間
と
し
、
そ
の
期
間
中
、
月
額
５
万
円

か
ら
15
万
円
の
研
修
補
助
金
を
支
給
し
て
い

る
。
ま
た
、
研
修
終
了
後
に
就
農
す
る
際
に

は
、
農
業
機
械
購
入
や
施
設
設
備
の
リ
ー
ス

事
業
に
対
し
、
50
万
円
か
ら
３
０
０
万
円
の

補
助
を
行
い
、
円
滑
な
就
農
を
支
援
し
て
い

る
。

　

こ
の
ほ
か
、
国
の
支
援
制
度
と
し
て
、
認

定
新
規
就
農
者
を
対
象
に
、
機
械
・
施
設
導

入
を
支
援
す
る
「
経
営
発
展
支
援
事
業
」、
就

農
準
備
段
階
や
経
営
開
始
初
期
の
生
活
・
経

営
を
支
え
る
「
就
農
準
備
資
金
」
お
よ
び
「
経

営
開
始
資
金
」、
さ
ら
に
、
日
本
政
策
金
融
公

庫
が
実
施
す
る
低
利
融
資
制
度
で
あ
る
「
青

年
等
就
農
資
金
」
な
ど
、
各
種
の
支
援
制
度

が
あ
る
。

問
新
規
就
農
者
に
対
し
て
、
ト
ラ
ク
タ
ー
や

田
植
え
機
、
コ
ン
バ
イ
ン
な
ど
、
一
連
の
機

械
を
貸
し
出
す
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
は
で
き
な

い
か
。

答
現
時
点
で
町
が
関
与
す
る
農
業
機
械
リ
ー

ス
事
業
の
導
入
は
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

の
事
例
と
し
て
、
鬼
北
町
農
業
公
社
に
お
い

て
、
農
業
研
修
修
了
者
に
対
し
、
農
業
機
械

の
貸
出
を
行
っ
た
こ
と
は
あ
る
。

　

農
業
機
械
の
リ
ー
ス
事
業
に
つ
い
て
は
、

機
械
の
運
搬
、
維
持
管
理
、
定
期
的
な
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
な
ど
運
用
面
の
課
題
も
多
い
と
考

え
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
点
を
総
合
的
に
勘
案
し
、

現
段
階
で
は
町
が
関
与
す
る
リ
ー
ス
事
業
の

創
設
は
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が

多
い
と
考
え
て
い
る
。
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鬼北町人事行政の運営等の状況について
　鬼北町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年鬼北町条例第193号）の規定に基づき、令和
６年度における鬼北町の人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。
令和７年12月24日 鬼北町長　兵　頭　誠　亀

区 分 採 用
退　　職 職員数

定　年 定年前 計
一般行政職
技能労務職
医　療　職
合　　　計

（1）職員の任免状況
職員の任免及び職員数に関する状況１

区分
部門

職員数 対前年
増減数 主な増減理由

令和 6年 令和 7年

普
通
会

門
部
計

一
般
行

門
部
政

議　　会
総　　務 戸籍事務増（戸籍住民係＋1）ほか

欠員不補充短時間勤務の再任用職員による補充（▲1）

税　　務
民 生
衛　　生

農地地域計画策定終了（農政係▲1）

他部署への人員配置による減（学校教育係▲1ほか）

農林水産
商　　工
土 木

計

教育部門

小　　計
公

部
計
会
等
業
企
営

門

病 院
水 道
下 水 道
そ の 他
小 計

合　　計

（注）採用・退職は、令和６年４月２日から令和７年４月１日までの人数です。

（2）部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年4月1日現在）

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数です。
２ [　　　　]内は、条例定数の合計です。
３（　）内は再任用短時間職員、〈　〉内はフルタイム会計年度任用職員の数で、外書きです。

（3）年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在）

区  分
歳

未満

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

以上
計

職員数
構成比

職員の給与の状況2
（1）総括
①人件費の状況（普通会計決算：令和７年３月31日現在）

区　分 住民基本台帳人口
（６年度末）

歳出額
A 実質収支 人件費

B
人件費率
B／A

（参考）
５年度の人件費率

６年度 8,964,765千円 55,330千円 1,718,319千円 19.2% 16.7%

②職員給与費の状況（普通会計決算）

区 分 職員数
A

給 与 費 一人当たり
給与費B/A給料 職員手当 期末・勤勉手当 計B

６年度 149人 547,687千円 74,158千円 236,276千円 858,121千円 5,759千円

（注）１ 職員手当には退職手当を含んでいません。
２ 職員数は、令和６年４月１日現在の人数です。

（2）職員の平均給与月額、初任給等の状況
①職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況
（令和６年４月１日現在）　
ア　一般行政職

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額
（国比較ベース）

鬼 北 町 40.6 歳
42.6 歳
42.1 歳
42.0 歳

309,500 円
319,123 円
323,823 円
304,244 円

381,663 円
414,372 円

352,440 円

347,296 円
349,081 円
405,378 円
330,264 円

愛 媛 県
国 ―

類 似 団 体

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額
（国比較ベース）

鬼 北 町
愛 媛 県

国 ―
類 似 団 体

イ　技能労務職

（注）１「平均給料月額」とは、令和６年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本
給の平均です。

２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外
勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態
調査において明らかにされているものです。

　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外
勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公
務員と同じベースで再計算したものです。

②職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）
区　　　　　分 鬼北町 愛媛県 国

一般行政職
大 学 卒
高 校 卒

技能労務職 高 校 卒 ―

区　　分 経験 経験 経験年数 年～ 年
一 般
行政職

大学卒
高校卒

技　能
労務職

高校卒 ― ― ―
中学卒 ― ― ―

③職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

（3）一般行政職の級別職員数等の状況
①一般行政職の級別職員数の状況（令和７年４月１日現在）

区分 標 準 的 な 職 務 内 容 職員数 構成比
１ 級 事主
２ 級 査主
３ 級 任主
４ 級 長係
５ 級 課 長 補 佐
６ 級 課 長

合 計

（注）１ 鬼北町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

（4）職員の手当の状況
①期末手当・勤勉手当

鬼北町 愛媛県 国

令和６年度
1,566 千円 1,609 千円

令和６年度 ―

令和６年度支給割合
期末手当　　　勤勉手当
2.50 月分

(1.400)月分
2.10 月分

(1.000)月分

期末手当　　　勤勉手当
2.50 月分

(1.400)月分
2.10 月分

(1.000)月分

期末手当　　　勤勉手当
2.50 月分

(1.400)月分
2.10 月分

(1.000)月分

令和６年度支給割合 令和６年度支給割合

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等
による加算措置

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等
による加算措置

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等
による加算措置

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

②退職手当（令和７年４月１日現在）
鬼　　北　　町 愛　　媛　　県
　　自己都合 　　勧奨 ･定年

勤 年 月分 月分
勤続 年 分 分
勤続 年 分  月分
最高限度額  月分  月分
　その他の加算措置
定年前早期退職特別措置

人当たり平均支給額 勧奨 ･定年
令和６年度 15,272 千円 21,390 千円

支給率 　　自己都合 　　勧奨 ･定年
勤続 分 月分
勤 月分 月分
勤続 分  月分
最高限度額  月分  月分
　その他の加算措置
定年前早期退職特別措置 算

人当たり平均支給額 勧奨 ･定年
令和６年度

（単位：人）

7
0
2
9

1
0
0
1

8
0
2
10

9
0
2
11

154
2
21
177

1
37
9
51
12
12
3
7

132
15
147
11
5
2
10
28

152
2
21
175

Ｒ6.4.1 Ｒ7.4.1

(2) 〈95〉
175

[227]

2
35
9
51
12
13
3
7

132
17
149
11
5
2
10
28

(2) 〈98〉
177

[227]

△1
2
0
0
0

△1
0
0
0

△2
△2
0
0
0
0
0

(0) 〈△3〉
△2

[ 0 ]

0人
0.0%

8,993人

12人
6.9%

16人
9.1%

18人
10.3%

16人
9.1%

1人
0.6%

175人
100.0%

16人
9.5%

22人
12.6%

19人
10.9%

24人
13.7%

16人
9.1%

15人
8.6%

56.5 歳
56.5 歳
51.2 歳
50.5 歳

319,661 円
337,846 円
288,144 円
278,816 円

224,338 円
192,447 円
186,814 円

226,953 円
195,667 円
186,814 円

220,000 円
188,000 円

330,561 円
373,647 円

309,398 円

322,911 円
347,194 円
330,553 円
290,762 円

285,646 円
263,094 円

313,425 円
275,945 円

363,769 円
331,275 円

15
12
19
20
19
12
97

15.5
12.4
19.6
20.6
19.6
12.4
100.0

③特殊勤務手当
支給実績（令和６年度決算）
支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）
職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度）
手当の種類（手当数）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価
感染症防疫作業に従事 保健介護課・環境保全課職員 感染症菌の処理業務 日

研究手当
医師（診療所）

病理生理学の研究事務
医師（北宇和病院）

緊急往診業務等手当 医師（診療所） 執務時間以外の緊急往診業務 円
レントゲン技術従事手当 看護師 レントゲン作業従事
病理細菌取扱手当 看護師 病理細菌取扱業務
野犬等処理手当 環境保全課職員 野犬等処理業務 死体処理等 円
行路死人処理手当 町民生活課職員 行路死人の死体処理 体 円

支給実績　（令和６年度決算）
職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）
支給実績　（令和５年度決算）
職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）

④時間外勤務手当

⑤その他の手当

手当名 内容及び支給単価 国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（令和６年度決算）

支給職員 人当たり
平均支給年額
令和６年度決算

扶養手当

配偶者 円
子 円
父母等 円

満15歳に達する日後の最初の年
度初めから満22歳に達する日以
降の最初の年度末までの子１人に
つき、5,000円加算

同 ―

住居手当

自ら居住するための住宅等を借り受
け、家賃等を支払っている職員等に
支給

（月額12,000 円を超えるとき）
支給限度額　　27,000 円

同 ―

通勤手当

交通機関等利用者で片道2㎞以上
支給限度額　　55,000 円

自動車等使用者で片道2㎞以上
通勤距離に応じて

2,500円～ 47,200 円

異

国は
未満で

円～
円

単身赴任
手当

公署を異にする異動等に伴い単身で
生活することとなった職員に対して
支給

30,000円＋加算額
※加算額は、配偶者住宅との距離に応じて

8,000 円～ 70,000円

同 ―

日直手当 勤務１回につき　　　　　4,200 円 同 ―

管理職
手当

診療所長 円
課長級
課長補佐級 円

同 ―

初任給
調整手当

欠員の補充が困難であると認められ
る医師に新たに採用された職員

支給限度額　　414,300 円
同 ―

管理職員
特別勤務

手当

管理職手当支給対象職員が緊急時等
に休日等に勤務した場合
1種から 3種の職員で

6,000円～ 10,000円

同 ―

⑥地域手当
地域手当は、民間賃金の地域間格差を適切に反映するため、東京都特別区及び大阪府大
阪市に勤務する職員に対して支給しているものです。
支給実績（令和６年度決算） 655 千円

655,023 　円

3.45 月分

3.45 月分

職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）
支給対象地域 支給率 支給対象職員 国の支給率

東京都（特別区）
大阪府（大阪市） ―

（5）特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）
区　　　分 給 料 月 額 等

給
料

町　長
副町長
教育長

 円
 円

酬
報 議　長

副議長
議　員

 円
 円

期
末
手
当

町　長
副町長
教育長

令和６年度支給割合

議　長
副議長
議　員

令和６年度支給割合

退
職
手
当

（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）
町　 給料月額×在職月数×0.46 

給料月額×在職月数×0.27 
給料月額×在職月数×0.20 

長
副町長
教育長

円 退職の翌月
退職の翌月
退職の翌月

備　考
（注）退職手当の「１期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、１

期（４年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額です。

（注）１ 職員手当には退職手当金を含んでいません。
２ 職員数は、令和６年４月１日現在の人数です。

（6）公営企業職員の状況
①水道事業
ア　職員給与費の状況
　　あ　決算

区 分 総費用
A

純損益又は
実質収支

職員給与費
Ｂ

総費用に占める
職員給与費比率

Ｂ／Ａ

（参考）
５年度の総費用に占
める職員給与費比率

６年度 397,236千円 18,542千円 33,627千円 8.5% 9.1%

区 分 職員数
A

給　　　与　　　費 一人当たり
給与費B/A給料 職員手当 期末・勤勉手当 計B

5人 18,055千円 1,263千円 6,633千円 25,951千円 5,190千円

イ　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況
区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

鬼 北 町 45.7 歳 300,916 円 428,843 円
（注）１ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいます。

２ 基本給は、給料及び扶養手当の合算額の平均です。

支給実績　（令和６年度決算）
職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）
支給実績　（令和５年度決算）
職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）

ウ　職員の手当の状況
　　あ　期末手当・勤勉手当

　　い　退職手当の支給率等は、一般行政職と同じです。
　　う　時間外勤務手当

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含んでいます。

②病院事業
ア　職員給与費の状況

　あ　決算

手当名 内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績
（６年度決算）

支給職員
１人当たり
平均支給年額
（６年度決算）

扶養手当 一般行政職と同じです。 同 ―
住居手当 一般行政職と同じです。 同 ―
通勤手当 一般行政職と同じです。 同 ―

管理職手当 一般行政職と同じです。 同 ―

　　え　その他の手当

（注）１ 職員手当には退職手当金を含んでいません。
２ 職員数は、令和６年４月１日現在の人数です。

イ　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況
区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

鬼 北 町
（注）１ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいます。

２ 基本給は、給料及び扶養手当の合算額の平均です。

ウ　職員の手当の状況
　あ　期末手当・勤勉手当

支給実績　（令和６年度決算）
職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）
支給実績　（令和５年度決算 ）
職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）

　う　時間外勤務手当

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含んでいます。

　い　退職手当の支給率等は、一般行政職と同じです。

5,300 千円
588,867 円

5.6 ％
7 種類

28,688 千円
217 千円

24,224 千円
186 千円

13,074千円 228,367円

9,565千円 281,332円

7,754千円 86,150円

744千円 744,000円

1,069千円 11,622円

17,750千円 482,996円

479千円 479,000円

3,141千円 3,140,700円

660 千円
220 千円
576 千円
192 千円

439 千円
324 千円
68 千円
644 千円

197,250 円
0 円

35,500 円
317,700 円

51.2 歳 592,917 円 1,520,569 円

8 千円
2 千円
31 千円
6 千円

鬼北町
１人当たり平均支給額（６年度）

1,327　千円
支給割合及び加算措置の状況は、
一般行政職と同じです。

鬼北町
１人当たり平均支給額（６年度）

3,766　千円
支給割合及び加算措置状況は、
一般行政職と同じです。

６年度

区 分 総費用
A

純損益又は
実質収支

職員給与費
Ｂ

総費用に占める
職員給与費比率

Ｂ／Ａ

（参考）
５年度の総費用に占
める職員給与費比率

６年度 966,767千円 2,933千円 118,463千円 12.3% 11.5%

区 分 職員数
A

給　　　与　　　費 一人当たり
給与費B/A給料 職員手当 期末・勤勉手当 計B

6人 41,658千円 48,994千円 18,829千円 109,481千円 18,247千円６年度

手当名 内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績
（６年度決算）

支給職員
１人当たり
平均支給年額
（６年度決算）

扶養手当 一般行政職と同じです。 同 ―
住居手当 一般行政職と同じです。 同 ―
通勤手当 一般行政職と同じです。 同 ―
管理職手当 一般行政職と同じです。 同 ―

　　え　その他の手当

1,032 千円
0 千円
98 千円
0 千円

206,400 円
0 円

97,200 円
0 円
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鬼北町人事行政の運営等の状況について
　鬼北町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年鬼北町条例第193号）の規定に基づき、令和
６年度における鬼北町の人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。
令和７年12月24日 鬼北町長　兵　頭　誠　亀

区 分 採 用
退　　職 職員数

定　年 定年前 計
一般行政職
技能労務職
医　療　職
合　　　計

（1）職員の任免状況
職員の任免及び職員数に関する状況１

区分
部門

職員数 対前年
増減数 主な増減理由

令和 6年 令和 7 年

普
通
会

門
部
計

一
般
行

門
部
政

議　　会
総　　務 戸籍事務増（戸籍住民係＋1）ほか

欠員不補充短時間勤務の再任用職員による補充（▲1）

税　　務
民 生
衛　　生

農地地域計画策定終了（農政係▲1）

他部署への人員配置による減（学校教育係▲1ほか）

農林水産
商　　工
土 木

計

教育部門

小　　計
公

部
計
会
等
業
企
営

門

病 院
水 道
下 水 道
そ の 他
小 計

合　　計

（注）採用・退職は、令和６年４月２日から令和７年４月１日までの人数です。

（2）部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年4月1日現在）

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数です。
２ [　　　　]内は、条例定数の合計です。
３（　）内は再任用短時間職員、〈　〉内はフルタイム会計年度任用職員の数で、外書きです。

（3）年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在）

区  分
歳

未満

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

以上
計

職員数
構成比

職員の給与の状況2
（1）総括
①人件費の状況（普通会計決算：令和７年３月31日現在）

区　分 住民基本台帳人口
（６年度末）

歳出額
A 実質収支 人件費

B
人件費率
B／A

（参考）
５年度の人件費率

６年度 8,964,765千円 55,330千円 1,718,319千円 19.2% 16.7%

②職員給与費の状況（普通会計決算）

区 分 職員数
A

給 与 費 一人当たり
給与費B/A給料 職員手当 期末・勤勉手当 計B

６年度 149人 547,687千円 74,158千円 236,276千円 858,121千円 5,759千円

（注）１ 職員手当には退職手当を含んでいません。
２ 職員数は、令和６年４月１日現在の人数です。

（2）職員の平均給与月額、初任給等の状況
①職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況
（令和６年４月１日現在）　
ア　一般行政職

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額
（国比較ベース）

鬼 北 町 40.6 歳
42.6 歳
42.1 歳
42.0 歳

309,500 円
319,123 円
323,823 円
304,244 円

381,663 円
414,372 円

352,440 円

347,296 円
349,081 円
405,378 円
330,264 円

愛 媛 県
国 ―

類 似 団 体

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額
（国比較ベース）

鬼 北 町
愛 媛 県

国 ―
類 似 団 体

イ　技能労務職

（注）１「平均給料月額」とは、令和６年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本
給の平均です。

２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外
勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態
調査において明らかにされているものです。

　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外
勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公
務員と同じベースで再計算したものです。

②職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）
区　　　　　分 鬼北町 愛媛県 国

一般行政職
大 学 卒
高 校 卒

技能労務職 高 校 卒 ―

区　　分 経験 経験 経験年数 年～ 年
一 般
行政職

大学卒
高校卒

技　能
労務職

高校卒 ― ― ―
中学卒 ― ― ―

③職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

（3）一般行政職の級別職員数等の状況
①一般行政職の級別職員数の状況（令和７年４月１日現在）

区分 標 準 的 な 職 務 内 容 職員数 構成比
１ 級 事主
２ 級 査主
３ 級 任主
４ 級 長係
５ 級 課 長 補 佐
６ 級 課 長

合 計

（注）１ 鬼北町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

（4）職員の手当の状況
①期末手当・勤勉手当

鬼北町 愛媛県 国

令和６年度
1,566 千円 1,609 千円

令和６年度 ―

令和６年度支給割合
期末手当　　　勤勉手当
2.50 月分

(1.400)月分
2.10 月分

(1.000)月分

期末手当　　　勤勉手当
2.50 月分

(1.400)月分
2.10 月分

(1.000)月分

期末手当　　　勤勉手当
2.50 月分

(1.400)月分
2.10 月分

(1.000)月分

令和６年度支給割合 令和６年度支給割合

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等
による加算措置

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等
による加算措置

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等
による加算措置

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

②退職手当（令和７年４月１日現在）
鬼　　北　　町 愛　　媛　　県
　　自己都合 　　勧奨 ･定年

勤 年 月分 月分
勤続 年 分 分
勤続 年 分  月分
最高限度額  月分  月分
　その他の加算措置
定年前早期退職特別措置

人当たり平均支給額 勧奨 ･定年
令和６年度 15,272 千円 21,390 千円

支給率 　　自己都合 　　勧奨 ･定年
勤続 分 月分
勤 月分 月分
勤続 分  月分
最高限度額  月分  月分
　その他の加算措置
定年前早期退職特別措置 算

人当たり平均支給額 勧奨 ･定年
令和６年度

（単位：人）

7
0
2
9

1
0
0
1

8
0
2
10

9
0
2
11

154
2
21
177

1
37
9
51
12
12
3
7

132
15
147
11
5
2
10
28

152
2
21
175

Ｒ6.4.1 Ｒ7.4.1

(2) 〈95〉
175

[227]

2
35
9
51
12
13
3
7

132
17
149
11
5
2
10
28

(2) 〈98〉
177

[227]

△1
2
0
0
0

△1
0
0
0

△2
△2
0
0
0
0
0

(0) 〈△3〉
△2

[ 0 ]

0人
0.0%

8,993人

12人
6.9%

16人
9.1%

18人
10.3%

16人
9.1%

1人
0.6%

175人
100.0%

16人
9.5%

22人
12.6%

19人
10.9%

24人
13.7%

16人
9.1%

15人
8.6%

56.5 歳
56.5 歳
51.2 歳
50.5 歳

319,661 円
337,846 円
288,144 円
278,816 円

224,338 円
192,447 円
186,814 円

226,953 円
195,667 円
186,814 円

220,000 円
188,000 円

330,561 円
373,647 円

309,398 円

322,911 円
347,194 円
330,553 円
290,762 円

285,646 円
263,094 円

313,425 円
275,945 円

363,769 円
331,275 円

15
12
19
20
19
12
97

15.5
12.4
19.6
20.6
19.6
12.4
100.0

③特殊勤務手当
支給実績（令和６年度決算）
支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）
職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度）
手当の種類（手当数）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価
感染症防疫作業に従事 保健介護課・環境保全課職員 感染症菌の処理業務 日

研究手当
医師（診療所）

病理生理学の研究事務
医師（北宇和病院）

緊急往診業務等手当 医師（診療所） 執務時間以外の緊急往診業務 円
レントゲン技術従事手当 看護師 レントゲン作業従事
病理細菌取扱手当 看護師 病理細菌取扱業務
野犬等処理手当 環境保全課職員 野犬等処理業務 死体処理等 円
行路死人処理手当 町民生活課職員 行路死人の死体処理 体 円

支給実績　（令和６年度決算）
職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）
支給実績　（令和５年度決算）
職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）

④時間外勤務手当

⑤その他の手当

手当名 内容及び支給単価 国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（令和６年度決算）

支給職員 人当たり
平均支給年額
令和６年度決算

扶養手当

配偶者 円
子 円
父母等 円

満15歳に達する日後の最初の年
度初めから満22歳に達する日以
降の最初の年度末までの子１人に
つき、5,000円加算

同 ―

住居手当

自ら居住するための住宅等を借り受
け、家賃等を支払っている職員等に
支給

（月額12,000 円を超えるとき）
支給限度額　　27,000 円

同 ―

通勤手当

交通機関等利用者で片道2㎞以上
支給限度額　　55,000 円

自動車等使用者で片道2㎞以上
通勤距離に応じて

2,500円～ 47,200 円

異

国は
未満で

円～
円

単身赴任
手当

公署を異にする異動等に伴い単身で
生活することとなった職員に対して
支給

30,000円＋加算額
※加算額は、配偶者住宅との距離に応じて

8,000 円～ 70,000円

同 ―

日直手当 勤務１回につき　　　　　4,200 円 同 ―

管理職
手当

診療所長 円
課長級
課長補佐級 円

同 ―

初任給
調整手当

欠員の補充が困難であると認められ
る医師に新たに採用された職員

支給限度額　　414,300 円
同 ―

管理職員
特別勤務

手当

管理職手当支給対象職員が緊急時等
に休日等に勤務した場合
1種から 3種の職員で

6,000円～ 10,000円

同 ―

⑥地域手当
地域手当は、民間賃金の地域間格差を適切に反映するため、東京都特別区及び大阪府大
阪市に勤務する職員に対して支給しているものです。
支給実績（令和６年度決算） 655 千円

655,023 　円

3.45 月分

3.45 月分

職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）
支給対象地域 支給率 支給対象職員 国の支給率

東京都（特別区）
大阪府（大阪市） ―

（5）特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）
区　　　分 給 料 月 額 等

給
料

町　長
副町長
教育長

 円
 円

酬
報 議　長

副議長
議　員

 円
 円

期
末
手
当

町　長
副町長
教育長

令和６年度支給割合

議　長
副議長
議　員

令和６年度支給割合

退
職
手
当

（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）
町　 給料月額×在職月数×0.46 

給料月額×在職月数×0.27 
給料月額×在職月数×0.20 

長
副町長
教育長

円 退職の翌月
退職の翌月
退職の翌月

備　考
（注）退職手当の「１期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、１

期（４年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額です。

（注）１ 職員手当には退職手当金を含んでいません。
２ 職員数は、令和６年４月１日現在の人数です。

（6）公営企業職員の状況
①水道事業
ア　職員給与費の状況
　　あ　決算

区 分 総費用
A

純損益又は
実質収支

職員給与費
Ｂ

総費用に占める
職員給与費比率

Ｂ／Ａ

（参考）
５年度の総費用に占
める職員給与費比率

６年度 397,236千円 18,542千円 33,627千円 8.5% 9.1%

区 分 職員数
A

給　　　与　　　費 一人当たり
給与費B/A給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B

5人 18,055千円 1,263千円 6,633千円 25,951千円 5,190千円

イ　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況
区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

鬼 北 町 45.7 歳 300,916 円 428,843 円
（注）１ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいます。

２ 基本給は、給料及び扶養手当の合算額の平均です。

支給実績　（令和６年度決算）
職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）
支給実績　（令和５年度決算）
職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）

ウ　職員の手当の状況
　　あ　期末手当・勤勉手当

　　い　退職手当の支給率等は、一般行政職と同じです。
　　う　時間外勤務手当

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含んでいます。

②病院事業
ア　職員給与費の状況

　あ　決算

手当名 内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績
（６年度決算）

支給職員
１人当たり
平均支給年額
（６年度決算）

扶養手当 一般行政職と同じです。 同 ―
住居手当 一般行政職と同じです。 同 ―
通勤手当 一般行政職と同じです。 同 ―

管理職手当 一般行政職と同じです。 同 ―

　　え　その他の手当

（注）１ 職員手当には退職手当金を含んでいません。
２ 職員数は、令和６年４月１日現在の人数です。

イ　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況
区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

鬼 北 町
（注）１ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいます。

２ 基本給は、給料及び扶養手当の合算額の平均です。

ウ　職員の手当の状況
　あ　期末手当・勤勉手当

支給実績　（令和６年度決算）
職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）
支給実績　（令和５年度決算 ）
職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）

　う　時間外勤務手当

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含んでいます。

　い　退職手当の支給率等は、一般行政職と同じです。

5,300 千円
588,867 円

5.6 ％
7 種類

28,688 千円
217 千円

24,224 千円
186 千円

13,074千円 228,367円

9,565千円 281,332円

7,754千円 86,150円

744千円 744,000円

1,069千円 11,622円

17,750千円 482,996円

479千円 479,000円

3,141千円 3,140,700円

660 千円
220 千円
576 千円
192 千円

439 千円
324 千円
68 千円
644 千円

197,250 円
0 円

35,500 円
317,700 円

51.2 歳 592,917 円 1,520,569 円

8 千円
2 千円
31 千円
6 千円

鬼北町
１人当たり平均支給額（６年度）

1,327　千円
支給割合及び加算措置の状況は、
一般行政職と同じです。

鬼北町
１人当たり平均支給額（６年度）

3,766　千円
支給割合及び加算措置状況は、
一般行政職と同じです。

６年度

区 分 総費用
A

純損益又は
実質収支

職員給与費
Ｂ

総費用に占める
職員給与費比率

Ｂ／Ａ

（参考）
５年度の総費用に占
める職員給与費比率

６年度 966,767千円 2,933千円 118,463千円 12.3% 11.5%

区 分 職員数
A

給　　　与　　　費 一人当たり
給与費B/A給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B

6人 41,658千円 48,994千円 18,829千円 109,481千円 18,247千円６年度

手当名 内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績
（６年度決算）

支給職員
１人当たり
平均支給年額
（６年度決算）

扶養手当 一般行政職と同じです。 同 ―
住居手当 一般行政職と同じです。 同 ―
通勤手当 一般行政職と同じです。 同 ―
管理職手当 一般行政職と同じです。 同 ―

　　え　その他の手当

1,032 千円
0 千円
98 千円
0 千円

206,400 円
0 円

97,200 円
0 円
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職員の勤務時間その他の勤務条件の状況3
（1）勤務時間（令和７年４月１日現在）

種　　類 休暇の概要、取得の要件等 取得可能日数等

有

給

休

暇

年次有給休暇
　一の年ごとにおける休暇で、
希望する時期に理由を問われ
ることなく取れる。

・一暦年につき20日
（20日以内の繰越有り）

病 気 休 暇

　負傷又は疾病のため療養す
る必要がある場合の休暇

・公務災害、通勤災害の場合は、
必要と認められる期間

・結核性疾患は１年、その他の
負傷又は疾病は90日を超えない
範囲で必要と認められる期間

特 別 休 暇

　特別の事由により勤務しな
いことが相当である場合の休
暇で、勤務しないことがやむ
を得ないと認められ、かつ条
例等で規定されていること。

（主な休暇と期間）
・産前休暇：８週間以内に出産
予定の女子職員が申し出た場
合に、出産日までの申し出た
期間

・産後休暇：出産日の翌日から
８週間

・忌引：親族が死亡した場合は、
７日以内の期間

・その他、選挙権の行使、結婚、
ボランティア活動に参加する
場合等がある。

無
給
休
暇

介 護 休 暇
　２週間以上にわたり日常生
活を営むのに支障があるもの
の介護をする場合の休暇

　介護を必要とする一の継続する
状態ごとに、連続する６月の範囲
内において必要と認められる期間

１週間の
勤務時間

１日の
勤務時間 始　　業 終 業 休憩時間 週休日

間 間 分 午 時 分 午後 分 分 土 ･日曜日

（注）１ 所属所によっては、始業、終業、週休日等が上記と異なる場合があります。
２ 町民生活課窓口については、交替で休憩しています。

（2）休暇
ア　休暇の種類

イ　年次有給休暇の取得状況（各年1月 1 日～各年12月 31日）
平均取得日数 取得率

令和６年
令和５年

（3）育児休業等
　地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、鬼北町職員の育児
休業等に関する条例を制定しています。
　育児休業は、職員が任命権者の承認を受けて、３歳に満たない子を
養育するため、子が３歳に達する日までの期間を限度として、職務に
従事しないことを可能とする制度です。
　部分休業は、職員が任命権者の承認を受けて、３歳に満たない子を
養育するため、子が３歳に達する日まで、正規の勤務時間の始め又は
終わりにおいて１日を通じて２時間を超えない範囲内で３０分を単位
として職務に従事しないことを可能とする制度です。
　なお、育児休業期間は無給、部分休業期間の給与は減額となります。

区　　　　分 男性 女性 合計
育児休業取得者数  1 人 5 人

うち新規取得者数 1 人  5 人
育児部分休業取得者数  0 人 0 人

うち新規取得者数 0 人 0 人

6 人
6 人
0 人
0 人

育児休業等の取得状況（令和６年４月１日～令和７年３月31日）

職員の分限及び懲戒処分の状況４
（1）分限処分

　分限処分とは、職員が職務を十分に果たし得ない場合に、公務の能
率の維持及びその適正な運営の確保を目的としてなされる不利益処分
で、重いものから、免職、降任及び休職があります。
　令和６年度における分限処分は０件です。

（2）懲戒処分
　懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対し道義的責任を問うこと
で規律と公務遂行の秩序を維持することを目的としてなされる処分で、
重いものから、免職、停職、減給及び戒告があります。
　令和６年度における懲戒処分の内訳は０件です。

職員の服務の状況５
（1）服務とは

　服務とは、組織の中で守るべき基本的義務のことで、服務規律は、国、地方公
共団体、民間企業を問わず、ほとんどの組織で設けられています。
　公務員は、憲法第 15 条第 2 項が「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、
一部の奉仕者ではない。」、また、地方公務員法第 30 条が「すべて職員は、全体の
奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を
挙げてこれに専念しなければならない。」と規定しているように、その立場や職務
の特殊性から、勤務時間外あるいは職場外における規制や退職後にも及ぶ規制な
ど、民間企業にはみられないような特別な規制が法律によって課せられています。
　服務の具体的内容は、地方公務員法で次のようなものが定められています。
① 服務の宣誓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第３１条
② 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務　　　　　　　　　  第３２条
③ 信用失墜行為の禁止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第３３条
④ 秘密を守る義務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第３４条
⑤ 職務に専念する義務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第３５条
⑥ 政治的行為の制限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第３６条
⑦ 争議行為等の禁止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第３７条
⑧ 営利企業等の従事制限　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第３８条

（2）鬼北町の状況（令和６年度）
　職員に対して、「交通ルールの遵守」、「適正な綱紀粛正の取組」、「年末年始にお
ける服務規律の確保」等を通知し、公務員として責任ある行動を取るように周知
徹底しました。
　また、補助金など公金の取り扱いについても、住民の信頼を損ねることのない
適正な取り扱いをすることなど、服務規律の確保について周知徹底しました。

職員の研修及び勤務成績の評定の状況６
　鬼北町では、全体の奉仕者としてふさわしい人格教養と職務遂行に必要
な知識及び技能を修得させるため、鬼北町職員研修規則に基づき研修を実
施しています。
（1）研修の状況（令和６年４月１日～令和７年３月31日）

区　　分 研 修 名 称 参加人数等

一 般 研 修

・不当要求防止責任者講習
・接遇コミュニケーション研修
・高校魅力化推進事業研修
・ハラスメント予防研修
・新規採用職員研修会
・採用予定者事前研修会
・町新規採用職員研修会
・初級職員研修
・人物試験評価者研修
・管理職員研修会
・市町係長級研修
・市町中堅職員研修
・ステージアップ研修
・課題解決創造力・実践力向上講座
・クレーム対応講座
・危機管理講座
・職場内研修

24 人
84 人
21 人
41 人
12 人
8 人
12 人
6 人
1 人
5 人
6 人
2 人
5 人
2 人
1 人
1 人

全職員

専 門 研 修

派 遣 研 修
 

職 場 研 修

（2）勤務成績の評定の状況
　地方公務員法に基づいて、これまでの勤務成績評定を改め、鬼北町職員の人事
評価実施規程を作成し、勤務成績の評定を行っています。
　評定結果は、勤勉手当への反映、昇任・人事管理の基礎資料とし、公務能率の
発揮及び増進を図っています。び

職員の福祉及び利益の保護の状況７
（1）福利厚生制度に係る負担金の状況（全会計）

　職員の心身の健康保持及び公務能率を増進させるための福利厚生制度には、病
気・負傷などの短期給付と退職後の生活安定を図る長期給付等があります。

区　　　　　　分 令和６年度決算
愛媛県市町村職員共済組合負担金

職員組合への福利厚生事業補助金
愛媛県市町村互助会負担金

法定検診の受診者
人間ドック等の受診者

区　　　　　　分 令和６年度決算
公務災害補償基金負担金
公務災害の認定件数
通勤災害の認定件数

（2）公務災害、通勤災害の状況（全会計）
　公務において職員が傷病を負ったり死亡した場合に補償される制度です。

（3）安全衛生について
　労働安全衛生法に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職
場環境の形成を促進するため衛生委員会を設置しています。衛生委員会の構成は、
衛生管理者と各課等から選出した委員の合計13名です。

（4）勤務条件に関する措置要求の状況
　職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、愛媛県人事委員会に対して、
地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができ
ることとされています。
　令和６年度の措置要求件数　　　　　　　　　　０件

（5）不利益処分に関する不服申し立ての状況
　職員は、懲戒処分等その意に反すると認められる不利益な処分を受けたときは、
愛媛県人事委員会に対して、不服申し立てをすることができることとされています。
　令和６年度の不服申し立て件数　　　　　　　　０件

10.5日
10.0日

28.1％
26.9％

259,870 千円
2,031 千円
620 千円
204 人
98 人

1,436 千円
0 件
0 件

（注）１ 職員手当には退職手当金を含んでいません。
２ 職員数は、令和６年４月１日現在の人数です。

③下水道事業
ア　職員給与費の状況
　　あ　決算

区 分 総費用
A

純損益又は
実質収支

職員給与費
Ｂ

総費用に占める
職員給与費比率

Ｂ／Ａ

（参考）
５年度の総費用に占
める職員給与費比率

６年度 176,791千円 1,474千円 13,944千円 7.9% 7.0%

区 分 職員数
A

給　　　与　　　費 一人当たり
給与費B/A給料 職員手当 期末・勤勉手当 計B

2人 7,524千円 702千円 3,090千円 11,316千円 5,658千円

イ　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況
区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

鬼 北 町 38.2 歳 439,484 円 439,484 円
（注）１ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいます。

２ 基本給は、給料及び扶養手当の合算額の平均です。

支給実績　（令和６年度決算）
職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）
支給実績　（令和５年度決算）
職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）

ウ　職員の手当の状況
　　あ　期末手当・勤勉手当

　　い　退職手当の支給率等は、一般行政職と同じです。
　　う　時間外勤務手当

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含んでいます。

手当名 内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績
（６年度決算）

支給職員
１人当たり

平均支給年額
（６年度決算）

扶養手当 一般行政職と同じです。 同 ―
住居手当 一般行政職と同じです。 同 ―
通勤手当 一般行政職と同じです。 同 ―

管理職手当 一般行政職と同じです。 同 ―

　　え　その他の手当

90 千円
45 千円
105 千円
53 千円

180 千円
234 千円
0 千円

378 千円

180,000 円
234,000 円

0 円
378,000 円

鬼北町
１人当たり平均支給額（６年度）

1,545　千円
支給割合及び加算措置状況は、
一般行政職と同じです。

６年度
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　老朽化に伴い、令和６年６月から改築工
事を進めていた認定こども園ゆずっこが完
成しました。
　新園舎は、保育室２室と遊戯室のみのシ
ンプルなつくりで、異年齢の子どもたちが
日常的に関わりあいながら成長できる環境
を整えており、子どもたちが落ち着いて過
ごせる秘密基地のようなスペースや絵本
コーナーも設けています。また、全空気式
ふく射床暖房を導入し、１年を通して安定
した温熱環境を確保することで、子どもた
ちの健康に配慮しています。
　園庭も以前より広く整備し、遊具を増設
することで、子どもたちがのびのびと体を
動かせる環境となっています。
　今後も地域の子育て支援施設として、子
どもたちの健やかな成長を支えていきます。

　鬼北町では、就労要件を問わず時間単位で利用できる新たな通園制度「こども誰でも通園制度」
を令和８年度から実施する予定です。

【こども誰でも通園制度とは？】
　全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭
に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため国で
創設された新たな通園制度です。

対　象　者 　保育所等に通っていない０歳６ヶ月～２歳までが対象 
利用方法 　月10時間の枠内で時間単位で利用

【こども誰でも通園制度を利用すると…】
こどもにとって
 ・ 家庭とは異なる経験や、年齢の近いこどもとのかかわりにより、成長発達に資する豊かな経験を

もたらします。
保護者にとって
 ・ 専門的な知識や技術を持つ人とかかわることにより、ほっとできたり、孤立感、不安感等の解消

につながったりするとともに、育児に関する負担感の軽減につながります。

　実施施設、利用方法、利用料等につきましては、準備が整い次第、鬼北町ホームページ等でお知
らせいたします。

お知らせ
Info  

お知らせ
Info  

認定こども園ゆずっこの新園舎が完成しました！

令和８年度から「こども誰でも通園制度」を開始します

問

問

町民生活課　福祉係　内線2120

町民生活課　福祉係　内線2118

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況3
（1）勤務時間（令和７年４月１日現在）

種　　類 休暇の概要、取得の要件等 取得可能日数等

有

給

休

暇

年次有給休暇
　一の年ごとにおける休暇で、
希望する時期に理由を問われ
ることなく取れる。

・一暦年につき20日
（20日以内の繰越有り）

病 気 休 暇

　負傷又は疾病のため療養す
る必要がある場合の休暇

・公務災害、通勤災害の場合は、
必要と認められる期間

・結核性疾患は１年、その他の
負傷又は疾病は90日を超えない
範囲で必要と認められる期間

特 別 休 暇

　特別の事由により勤務しな
いことが相当である場合の休
暇で、勤務しないことがやむ
を得ないと認められ、かつ条
例等で規定されていること。

（主な休暇と期間）
・産前休暇：８週間以内に出産
予定の女子職員が申し出た場
合に、出産日までの申し出た
期間

・産後休暇：出産日の翌日から
８週間

・忌引：親族が死亡した場合は、
７日以内の期間

・その他、選挙権の行使、結婚、
ボランティア活動に参加する
場合等がある。

無
給
休
暇

介 護 休 暇
　２週間以上にわたり日常生
活を営むのに支障があるもの
の介護をする場合の休暇

　介護を必要とする一の継続する
状態ごとに、連続する６月の範囲
内において必要と認められる期間

１週間の
勤務時間

１日の
勤務時間 始　　業 終 業 休憩時間 週休日

間 間 分 午 時 分 午後 分 分 土 ･日曜日

（注）１ 所属所によっては、始業、終業、週休日等が上記と異なる場合があります。
２ 町民生活課窓口については、交替で休憩しています。

（2）休暇
ア　休暇の種類

イ　年次有給休暇の取得状況（各年1月 1 日～各年12月 31日）
平均取得日数 取得率

令和６年
令和５年

（3）育児休業等
　地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、鬼北町職員の育児
休業等に関する条例を制定しています。
　育児休業は、職員が任命権者の承認を受けて、３歳に満たない子を
養育するため、子が３歳に達する日までの期間を限度として、職務に
従事しないことを可能とする制度です。
　部分休業は、職員が任命権者の承認を受けて、３歳に満たない子を
養育するため、子が３歳に達する日まで、正規の勤務時間の始め又は
終わりにおいて１日を通じて２時間を超えない範囲内で３０分を単位
として職務に従事しないことを可能とする制度です。
　なお、育児休業期間は無給、部分休業期間の給与は減額となります。

区　　　　分 男性 女性 合計
育児休業取得者数  1 人 5 人

うち新規取得者数 1 人  5 人
育児部分休業取得者数  0 人 0 人

うち新規取得者数 0 人 0 人

6 人
6 人
0 人
0 人

育児休業等の取得状況（令和６年４月１日～令和７年３月31日）

職員の分限及び懲戒処分の状況４
（1）分限処分

　分限処分とは、職員が職務を十分に果たし得ない場合に、公務の能
率の維持及びその適正な運営の確保を目的としてなされる不利益処分
で、重いものから、免職、降任及び休職があります。
　令和６年度における分限処分は０件です。

（2）懲戒処分
　懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対し道義的責任を問うこと
で規律と公務遂行の秩序を維持することを目的としてなされる処分で、
重いものから、免職、停職、減給及び戒告があります。
　令和６年度における懲戒処分の内訳は０件です。

職員の服務の状況５
（1）服務とは

　服務とは、組織の中で守るべき基本的義務のことで、服務規律は、国、地方公
共団体、民間企業を問わず、ほとんどの組織で設けられています。
　公務員は、憲法第 15 条第 2 項が「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、
一部の奉仕者ではない。」、また、地方公務員法第 30 条が「すべて職員は、全体の
奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を
挙げてこれに専念しなければならない。」と規定しているように、その立場や職務
の特殊性から、勤務時間外あるいは職場外における規制や退職後にも及ぶ規制な
ど、民間企業にはみられないような特別な規制が法律によって課せられています。
　服務の具体的内容は、地方公務員法で次のようなものが定められています。
① 服務の宣誓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第３１条
② 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務　　　　　　　　　  第３２条
③ 信用失墜行為の禁止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第３３条
④ 秘密を守る義務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第３４条
⑤ 職務に専念する義務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第３５条
⑥ 政治的行為の制限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第３６条
⑦ 争議行為等の禁止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第３７条
⑧ 営利企業等の従事制限　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第３８条

（2）鬼北町の状況（令和６年度）
　職員に対して、「交通ルールの遵守」、「適正な綱紀粛正の取組」、「年末年始にお
ける服務規律の確保」等を通知し、公務員として責任ある行動を取るように周知
徹底しました。
　また、補助金など公金の取り扱いについても、住民の信頼を損ねることのない
適正な取り扱いをすることなど、服務規律の確保について周知徹底しました。

職員の研修及び勤務成績の評定の状況６
　鬼北町では、全体の奉仕者としてふさわしい人格教養と職務遂行に必要
な知識及び技能を修得させるため、鬼北町職員研修規則に基づき研修を実
施しています。
（1）研修の状況（令和６年４月１日～令和７年３月31日）

区　　分 研 修 名 称 参加人数等

一 般 研 修

・不当要求防止責任者講習
・接遇コミュニケーション研修
・高校魅力化推進事業研修
・ハラスメント予防研修
・新規採用職員研修会
・採用予定者事前研修会
・町新規採用職員研修会
・初級職員研修
・人物試験評価者研修
・管理職員研修会
・市町係長級研修
・市町中堅職員研修
・ステージアップ研修
・課題解決創造力・実践力向上講座
・クレーム対応講座
・危機管理講座
・職場内研修

24 人
84 人
21 人
41 人
12 人
8 人
12 人
6 人
1 人
5 人
6 人
2 人
5 人
2 人
1 人
1 人

全職員

専 門 研 修

派 遣 研 修
 

職 場 研 修

（2）勤務成績の評定の状況
　地方公務員法に基づいて、これまでの勤務成績評定を改め、鬼北町職員の人事
評価実施規程を作成し、勤務成績の評定を行っています。
　評定結果は、勤勉手当への反映、昇任・人事管理の基礎資料とし、公務能率の
発揮及び増進を図っています。び

職員の福祉及び利益の保護の状況７
（1）福利厚生制度に係る負担金の状況（全会計）

　職員の心身の健康保持及び公務能率を増進させるための福利厚生制度には、病
気・負傷などの短期給付と退職後の生活安定を図る長期給付等があります。

区　　　　　　分 令和６年度決算
愛媛県市町村職員共済組合負担金

職員組合への福利厚生事業補助金
愛媛県市町村互助会負担金

法定検診の受診者
人間ドック等の受診者

区　　　　　　分 令和６年度決算
公務災害補償基金負担金
公務災害の認定件数
通勤災害の認定件数

（2）公務災害、通勤災害の状況（全会計）
　公務において職員が傷病を負ったり死亡した場合に補償される制度です。

（3）安全衛生について
　労働安全衛生法に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職
場環境の形成を促進するため衛生委員会を設置しています。衛生委員会の構成は、
衛生管理者と各課等から選出した委員の合計13名です。

（4）勤務条件に関する措置要求の状況
　職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、愛媛県人事委員会に対して、
地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができ
ることとされています。
　令和６年度の措置要求件数　　　　　　　　　　０件

（5）不利益処分に関する不服申し立ての状況
　職員は、懲戒処分等その意に反すると認められる不利益な処分を受けたときは、
愛媛県人事委員会に対して、不服申し立てをすることができることとされています。
　令和６年度の不服申し立て件数　　　　　　　　０件

10.5日
10.0日

28.1％
26.9％

259,870 千円
2,031 千円
620 千円
204 人
98 人

1,436 千円
0 件
0 件

（注）１ 職員手当には退職手当金を含んでいません。
２ 職員数は、令和６年４月１日現在の人数です。

③下水道事業
ア　職員給与費の状況
　　あ　決算

区 分 総費用
A

純損益又は
実質収支

職員給与費
Ｂ

総費用に占める
職員給与費比率

Ｂ／Ａ

（参考）
５年度の総費用に占
める職員給与費比率

６年度 176,791千円 1,474千円 13,944千円 7.9% 7.0%

区 分 職員数
A

給　　　与　　　費 一人当たり
給与費B/A給料 職員手当 期末・勤勉手当 計B

2人 7,524千円 702千円 3,090千円 11,316千円 5,658千円

イ　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況
区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

鬼 北 町 38.2 歳 439,484 円 439,484 円
（注）１ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいます。

２ 基本給は、給料及び扶養手当の合算額の平均です。

支給実績　（令和６年度決算）
職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）
支給実績　（令和５年度決算）
職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）

ウ　職員の手当の状況
　　あ　期末手当・勤勉手当

　　い　退職手当の支給率等は、一般行政職と同じです。
　　う　時間外勤務手当

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含んでいます。

手当名 内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績
（６年度決算）

支給職員
１人当たり
平均支給年額
（６年度決算）

扶養手当 一般行政職と同じです。 同 ―
住居手当 一般行政職と同じです。 同 ―
通勤手当 一般行政職と同じです。 同 ―
管理職手当 一般行政職と同じです。 同 ―

　　え　その他の手当

90 千円
45 千円
105 千円
53 千円

180 千円
234 千円
0 千円

378 千円

180,000 円
234,000 円

0 円
378,000 円

鬼北町
１人当たり平均支給額（６年度）

1,545　千円
支給割合及び加算措置状況は、
一般行政職と同じです。

６年度

こども家庭庁
誰でも通園
リーフレット
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お知らせ
Info  

鬼北ライオンズクラブ　鬼北花衣クラブ支部結成

　12月13日、近永公民館２階講堂で鬼北ライオンズクラブ 
鬼北花衣クラブ支部の結成式が行われました。
　南予地区のライオンズクラブで初めての支部の結成、そ
して、日本で初となる “和” に特化した支部の結成となり、
日本の文化を大切にされている７名の会員で構成されまし
た。鬼北花衣クラブ支部代表の松浦惠子さんは「会員と相
談して着物で出席した。着物文化は日常生活にもルールが
ある。茶道や能もその着物文化に結び付いている。これか
ら楽しく活動していきたい。」と挨拶しました。出席者から
は「女性支部の結成はライオンズクラブの活性化につなが
る。女性活躍の場が創出できてうれしい。女性ならではの
情熱と発想をもって活動してほしい。」と期待のエールが贈
られました。
　今後、鬼北花衣クラブ支部は、地域や仲間とともに日本
文化を大切に、積極的に活動していきます。

お知らせ
Info  

令和７年度12月の鬼北町工事入札結果

問 総務財政課　管財係　内線2209

入札日 工事名 場所 工事概要
落札業者

主管課
落札額（税抜）

12/23 （R7）町道成川線道路防災工事
（その８） 奈良 練石積工Ａ＝33㎡

ふとんかごＬ＝21ｍ
株式会社イリテック

建設課
3,110,000円

12/23 イリジウムアクティブアンテナ
取付工事 近永他 イリジウム衛星通信用

外部アンテナ取付
有限会社セイケ電設

危機管理課
2,290,000円

お知らせ
Info  

お知らせ
Info  

地域おこし協力隊の
仲間が増えました！

交流イベントのご案内
～結婚支援事業～

地域おこし協力隊

水野　和
かず

哉
や

　12月18日から新たに地域おこし協力隊の仲間
が増えました。高校魅力化をミッションに、北
宇和高校教育寮および多世代交流施設を中心に
活動いただきます。

　パートナーを探している皆さんが気軽に参加
できる交流イベントを開催します。

日　　時：３月15日（日）　16時～
　　　　　（受付：15時30分～）
場　　所：日吉保健センター
　　　　　（鬼北町大字下鍵山299番地）
募集人数：30～40代の独身の方　男女各10名
参 加 費：男性500円　女性500円
内　　容：プロフィールトーク、ゲーム
　　　　　会食、マッチング
主　　催：うわじまMIセンター
　　　　　結婚推進委員　井上征廣
協　　力：鬼北町結婚相談員・鬼北町
申 込 先：鬼北町企画振興課
　　　　　（住所・氏名・年齢・電話番号・性別）

　愛知県で働いていましたが、ハウスマス
ターの仕事に興味があり、鬼北町の雰囲気や
風土が自分に合いそうだと思い、鬼北町での
活動を決めました。
　地域との関わりを多く持ち、鬼北町で心地
よく楽しく過ごしたいです。よろしくお願い
します！

企画振興課　地域活力創出係　内線2217問
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お知らせ
Info  

お知らせ
Info  

お知らせ
Info  

鬼
き

雉
き

 本格きじ料理の素　完成報告

鬼北町防災訓練実施

指定管理者基本協定書　締結の報告

問

問

危機管理課　危機管理係　内線2421

森林資源活用推進室　森林資源活用推進係　内線2437

　12月19日、鬼北町商工会女性部・青年部が試行錯誤を続けてき
た『鬼

き

雉
き

本格きじ料理の素』が完成し、兵頭町長に報告を行いま
した。
　令和６年のでちこんかで「自宅でも食べたいから購入したい。」
というお客さんの声を聞き、令和７年から商品開発をスタートし
ました。きじの生産者である株式会社フェザンフィレール 代表 丸
石則和さん監修のもと、きじ肉と出汁を別々にすることで、購入
者次第でお好みの味にアレンジができ、常温保存を実現すること
で、お歳暮やお中元、お土産にもしやすい商品が出来上がりました。
　令和７年12月20日から、道の駅広見森の三角ぼうしでの販売を
開始し、当面の間はイベントでの販売を検討していますが、将来
的にはふるさと納税の返礼品としても取扱いたいと話していまし
た。

　12月17日から23日の「鬼北町防災週間・えひめ防災週間」に合わ
せて、21日にシェイクアウト訓練が町内全域で実施されました。ま
た、日吉地区では避難所運営訓練も行われました。
　シェイクアウト訓練は、午前８時にＪアラートの放送を合図に開
始され、参加者がそれぞれの場所で身を守るための安全行動をとり
ました。日吉地区では、自主防災組織を中心に安全確認用のタオル
を用いた安否確認訓練も行われました。その後、日吉農林業者ト
レーニングセンターにて、避難所の設営・運営や災害用トイレの設
営・管理訓練が行われました。参加者は真剣な表情で訓練に取り組
みました。
　一部参加者からは、段ボールベッドの硬さについて「これは寝れ
ん。1日で腰が痛くなる。」との声があり、避難所での生活の厳しさ
を体験しました。また、災害用トイレでは、避難生活の環境を清潔
に保つための使用方法を確認しました。これらの訓練をとおして、
避難時に何が必要かを改めて考える良い機会となりました。

　12月23日に「鬼北町ジビエペットフード加工処理施設及び鬼北町
有害鳥獣処理施設　指定管理者基本協定」締結の報告に、非営利活
動法人 cambio 理事長　後藤高広さんが兵頭町長を訪問しました。
地域課題の有害鳥獣被害対策に対し「これまでの商品を継承しなが
ら、販路開拓を目指したい。また、販路開拓が進めば雇用が生まれ、
地域の方が働ける場となり、地域への還元もできると考えている。」
と決意を述べていました。
　なお、本施設は１月１日から新たな体制での運用がはじまってい
ます。
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　８月10日に大阪府舞洲アリーナで開催された極真会館
中村道場　第６回全日本空手道選手権大会で、高見空手 
東明彦さん（師範代 弐段）が型　壮年50歳以上の部で優
勝（２連覇）、佐竹勇樹さん（初段）が組手　壮年男子40
歳～ 44歳以下・～ 70kgの部で優勝し年間主要３大会全て
優勝のトリプルクラウンを成し遂げました。
　また、佐竹さんは12月13日に台湾 台灣屏東大學で開催
された極真会館中村道場　國際親善空手道選手権大会で
組手 壮年40歳～ 49歳上級部・軽量級に出場しました。
　東さんは子どもの頃から格闘技好きで、空手を始めて33年目を迎えました。昨年大会では “観空”
を、今大会では “五十四歩” を演武しました。２連覇に向けて週に２回の道場稽古の他に、佐竹さ
んをはじめとする道場仲間と自主練習を週に３回行うなど、準備を進めてきました。「岡本師範に
教わった動作のメリハリ、スピード、力強さ、また技の意味を意識して練習しました。」と話す東
さん。大会を終えて、「連覇でき嬉しいです。大会前には佐竹選手と互いに優勝しよう！と約束を
しており叶ったことが何よりもうれしいです。今後も空手を続け、空手の素晴らしさを伝えていき
たいです。」と空手道への思いをお話いただきました。
※型：仮想の敵に対する攻撃技や防御技を演武し、技の正確さ、スピード、力強さを競う。

　佐竹さんは大学１年生の時に全国入賞の経験のある先輩に誘
われて空手を始めました。就職を機に空手道を一時期離れてい
ましたが、東さんの誘いを受けて再開しました。８月の全日本
大会はトリプルクラウンのかかった重要な大会でした。大会を
振り返り「１回戦の相手（中国籍：参段）と本戦で引き分け、
延長戦の末、判定勝ちでした。一番強くタフな試合でしたが、
周囲から『トリプルクラウンがかかっている。』と言われていた
ため、優勝できてほっとしました。」と話します。國際大会の出
場が決まると、「海外選手に勝つためにフィジカルトレーニング
を行い、大会環境の違い（言葉や食事面）を払拭するため体力

強化を意識しました。」と海外大会初出場に向けて準備を進めてきました。國際大会を振り返り「反
省点はたくさんありますが良い経験になりました。決勝戦の相手は名のある選手で強かったです。
高見空手鬼北道場が世界に通用することを道場生に証明したかったが悔しいです。これからも、強
い相手に挑みどんなに痛くて、しんどい時でも勝ちに行く精神力を養っていきたいです。実生活に
おいても精神力が大事になってくるので、空手道をとおして人間的に成長したいです。そして、道
場生が試合に出て勝てるように一緒に稽古に励みたいです。」と今後の目標をお話いただきました。
※組手：高見空手は直接打撃制（フルコンタクト）で、一本、技あり、判定などにより勝敗が決定される。

表　彰
Topic

極真会館中村道場主催　全日本空手道選手権大会　連覇！
極真会館中村道場主催　2025主要大会全て優勝！ 國際大会出場！

高見空手
東明彦さん　佐竹勇樹さん

　東さん・佐竹さんが所属する高見空手鬼北道場
は岡本正司師範指導の下、現在24名で毎週木曜日・
土曜日 19時30分～21時に鬼北総合体育館２階 武
道場にて、子どもから大人まで空手を愛する仲間
と切磋琢磨し合いながら稽古に励んでいます。
　見学だけでも構いませんので、お気軽に道場に
お越しください。
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練習の成果を発揮
◎第47回鬼北剣道大会

まちの魅力をもっと知ってもらいたい
◎奈良山等妙寺歴史交流館

　12月14日、鬼北総合公園体育館で第47回鬼北剣
道大会が開催され、多くの剣道剣士が集結し、日
頃の練習の成果を発揮しました。
　大会は個人戦と団体戦が行われ、個人戦では選
手が緊張した面持ちで入場をしますが、「はじめ！」
の主審の合図とともに、気迫のある発声で一戦一
戦勝負します。団体戦ではチームの勝利に向けて、
先鋒から大将までが自分の役割を果たし、そして
良い打突や攻めでは拍手をしてチームを盛り上げ、
優勝を目指して戦う姿が輝く大会となりました。
　大会を主催する鬼北剣道会は、剣道人口の減少
に歯止めをかけるため、体験会を開催し仲間を募
集しています。月曜日・金曜日に近永小学校で練
習していますので、ぜひ見学にお越しください。

　12月20日、奈良山等妙寺歴史交流館で等妙寺の
歴史文化をより多くの皆さんにお届けするための
プロモーションビデオ完成披露イベントが開催さ
れました。会場では、ビデオの上映後、好藤小学
校の平野博基さん・結利恵さんが作成した等妙寺
に関する新聞を発表。魅力ある等妙寺をもっと
知ってもらうためにツアーの開催や鬼の図書コー
ナー設置の提案をしました。その他にも、愛治小
学校５・６年生の山城の探求発表や、愛治小学校
出身 高田貞治さんの “歴史が紡がれる等妙寺へ”
をテーマとした発表は、町の魅力を深掘りした、
来場者の関心を寄せる内容で聞く人の心を動かす
時間となりました。

経験から自信に
◎好藤公民館　竹の子学級

今年１年の安全と健康を祈願
◎愛治地区「どんど焼き」

　12月26日、好藤公民館で竹の子学級（好藤小学
校６年生）が、いきいきクラブ会員からもちつき
としめ飾り作りを教わりました。
　雪がちらつく中でのもちつきでしたが元気につ
きあげ、あんこを包んで出来たてのお餅を頬張っ
ていました。
　もちつきの後は、しめ飾り作りです。藁を前に最
初は固まっていた子どもたちですが、丁寧に教え
てもらってコツを掴むと次第に集中して編み上げ、
また一つ自信をつけることができました。

　１月11日、旧清水東中河川敷で雪が降る寒空のも
と、愛治活性化集団来夢・母愛夢が主催する恒例
行事の愛治地区「どんど焼き」が開催されました。
神事では、来夢会長はじめ、兵頭町長、地域の各代
表者が火入れを行い、一年間の無病息災、五穀豊穣
を祈願しました。その他会場内では、西野々唐獅
子保存会による獅子舞の披露や母愛夢による福引、
ぜんざい等の振る舞いがあり、最後には餅まきが行
われました。来場者は、縁起物を手に新春の幸福や
地域の安全を願っていました。

広報きほく　2026.221
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し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

愛
媛
県　

防
災
危
機
管
理
課

　

☎
０
８
９
―

９
１
２
―

２
３
１
８

日　
時

　

２
月
19
日
㈭
13
時
〜
16
時

会　
場

　

松
山
市
民
会
館　

小
ホ
ー
ル

　

愛
媛
県
松
山
市
堀
之
内

対　
象

　

中
高
年
世
代
（
概
ね
35
歳
〜

59
歳
の
方
）お
よ
び
そ
の
ご
家
族
、

知
り
合
い
の
方

内　
容

　

第
１
部　

青
木
さ
や
か
氏　

講
演
会
「
わ
た
し
が
生
き
方
を
か

え
た
理
由　

〜
八
道
を
実
践
し
て

〜
」

　

第
２
部　

就
職
に
役
立
つ
セ
ミ

ナ
ー
「
労
働
市
場
の
今
と
業
界
を

知
る
セ
ミ
ナ
ー
」

講
師
：
渡
部 

博
之 

氏

　

第
３
部　

支
援
策
紹
介

　

第
４
部　

個
別
相
談
会

申
込
締
切

　

２
月
17
日
㈫
17
時
ま
で

問
い
合
わ
せ

　

中
高
年
世
代
活
躍
応
援
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
事
業
事
務
局
（
愛
媛
労

働
局
委
託
事
業
）

　
〈
受
託
企
業
〉
株
式
会
社 

東
京

リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
松
山
支
社

　

☎
０
８
９
―

９
６
１
―

１
３
３
３

　

石
綿
に
よ
る
疾
病
は
、
石
綿
を

吸
っ
て
か
ら
非
常
に
長
い
年
月
を

経
て
発
症
す
る
こ
と
が
大
き
な
特

徴
で
す
。

　

中
皮
腫
や
肺
が
ん
な
ど
を
発
症

し
、
そ
れ
が
労
働
者
と
し
て
石
綿

ば
く
露
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ

と
が
原
因
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た

場
合
に
は
、
労
災
保
険
給
付
ま
た

は
特
別
遺
族
給
付
金
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

　

労
災
保
険
給
付
、
特
別
遺
族

給
付
金
に
は
請
求
期
限
が
あ
り

ま
す
の
で
、
心
当
た
り

の
あ
る
方
は
、
早
急
に
、

愛
媛
労
働
局
か
最
寄
り

お
知
ら
せ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

夜
間
臨
時
交
付
窓
口
開
設

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

訪
問
申
請
サ
ポ
ー
ト

え
ひ
め
結
婚
支
援
セ
ン
タ
ー

「
愛
結
び
」
会
場
開
設

宇
和
島
税
務
署
か
ら
の

お
知
ら
せ

中
高
年
世
代
活
躍
応
援
講
演

会
の
ご
案
内

石
綿
に
よ
る
疾
病
の

労
災
補
償
制
度

愛
媛
県
「
三
浦
保
」
愛
基
金

の
助
成
団
体
募
集

の
労
働
基
準
監
督
署
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

▼
宇
和
島
労
働
基
準
監
督
署

　

☎
０
８
９
５
―

２
２
―

４
６
５
５

科　
名

　

メ
カ
ト
ロ
ニ
ク
ス
科
（
機
械
加

工
・
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
・
電
気
技
術

者
）、
メ
タ
ル
技
術
科
（
溶
接
技

術
者
）

訓
練
期
間

　

令
和
８
年
４
月
〜
（
２
年
間
）

募
集
期
間

　

２
月
24
日
ま
で

　
　
　
（
選
考
料
２
，
２
０
０
円
）

選
考
種
類

　

一
般
選
考
・
社
会
人
選
考
（
社

会
人
選
考
に
つ
い
て
は
メ
カ
ト
ロ

ニ
ク
ス
科
２
名
程
度
、
メ
タ
ル
技

術
科
７
名
程
度
）

試
験
日　
３
月
３
日
㈫

授
業
料　
月
額
９
，
９
０
０
円

そ
の
他

　

寮
あ
り
（
男
性
用
）、
平
日
見

学
可
能

問
い
合
わ
せ

　

愛
媛
県
立
新
居
浜
産
業
技
術

専
門
校

　

☎
０
８
９
７
―

４
３
―

４
１
２
３

　

愛
媛
県
で
は
「
三
浦
保
」
愛
基

金
を
活
用
し
て
、
環
境
保
全
・
自

然
保
護
や
社
会
福
祉
、
教
育
振
興

の
活
動
に
取
り
組
む
団
体
の
事
業

を
助
成
し
て
い
ま
す
。
対
象
団
体

確定申告書等
作成コーナー

チャットポット
「ふたば」

国税庁LINE
公式アカウント

愛
媛
県
林
野
火
災
ア
ラ
ー
ト

運
用
中　

～
火
の
取
扱
い
に

は
注
意
を
～

愛
媛
県
立
新
居
浜
産
業
技
術

専
門
校　

令
和
８
年
度
後
期

入
校
生
募
集
開
始
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相　
談

う
わ
じ
ま
圏
域
子
ど
も
観
光

大
使
を
募
集
し
ま
す
！

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
の
ご
案
内

膵
が
ん
教
室
の
ご
案
内

「
ひ
き
こ
も
り
家
族
の
つ
ど
い
」

の
ご
案
内

日時  ２月20日㈮　10時～15時
場所 ◆鬼北町総合福祉センターひまわり
　　 ◆日吉中央集会所
問 人権…町民生活課戸籍住民係 内線2111
　 行政…総務財政課行政係 内線7802
　 心配…社会福祉協議会 ☎45－3709

「人権・行政・心配ごと相談」

Information

や
助
成
額
、
応
募
方
法
な
ど
、
詳

し
く
は
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

応
募
期
間

　

３
月
19
日
㈭

　

17
時
15
分
ま
で

問
い
合
わ
せ

愛
媛
県　

総
合
政
策
課

　

☎
０
８
９
―

９
１
２
―

２
２
３
３

　
（
各
分
野
の
問
合
先
は
Ｈ
Ｐ
参
照
）

　

愛
媛
県
が
開
設
し
た
「
え
ひ
め

結
婚
支
援
セ
ン
タ
ー
」
で
は
、
独

身
男
女
に
出
会
い
の
場
を
提
供

す
る
出
会
い
イ
ベ
ン
ト
を
各
地
で

開
催
し
て
お
り
、
参
加
者
の
交
際

フ
ォ
ロ
ー
等
を
行
う
愛
の
キ
ュ
ー

ピ
ッ
ド
役
と
し
て
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
推
進
員
」
の
方
に
ご
協
力
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

現
在
県
内
で
２
３
０
名
の
方
が

ご
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
さ
ら

な
る
活
動
を
推
進
す
る
た
め
に
、

出
会
い
イ
ベ
ン
ト
の
運
営
や
カ
ッ

プ
ル
の
フ
ォ
ロ
ー
に
ご
協
力
い
た

だ
け
る
皆
様
を
募
集
し
て
い
ま

す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
の
で
、
ご
興
味
の
あ
る

方
は
ぜ
ひ
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

南
予
地
区
説
明
会
※
個
別
説
明
会

【
宇
和
島
市
】

　

２
月
20
日
㈮　

10
時
〜
16
時

　
パ
フ
ィ
オ
宇
和
島
多
目
的
ホ
ー
ル

【
大
洲
市
】

　

２
月
21
日
㈯　

10
時
〜
16
時

　

え
ひ
め
結
婚
支
援
セ
ン
タ
ー
南

予
事
務
所

申
込
先

　

offi
ce@

m
sc-ehim

e.jp

　

お
名
前
・
電
話
番
号
・
参
加
希

望
会
場
・
希
望
日
時
を
メ
ー
ル
に

て
記
入
い
た
だ
き
、
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

え
ひ
め
結
婚
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
８
９
―

９
９
８
―

６
７
７
０

　

ふ
る
さ
と
宇
和
島
圏
域
（
宇
和

島
市
、
鬼
北
町
、
松
野
町
、
愛
南

町
）
の
良
さ
を
体
験
し
、
宇
和
島

圏
域
を
誇
り
に
思
う
子
ど
も
た
ち

を
育
む
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
う

わ
じ
ま
圏
域
子
ど
も
観
光
大
使　

第
13
期
生
」（
主
催
：
う
わ
じ
ま

圏
域
子
ど
も
観
光
大
使
実
行
委

員
会
、
共
催
：
宇
和
島
市
、
鬼
北

町
、
松
野
町
、
愛
南
町
）
の
参
加

者
を
募
集
し
ま
す
。

　

真
珠
玉
出
し
と
ア
ク
セ
サ
リ
ー

作
り
、
柚
子
収
穫
手
伝
い
、
キ
ャ

ニ
オ
ニ
ン
グ
、
カ
ツ
オ
の
た
た
き

作
り
な
ど
、
宇
和
島
圏
域
の
良
さ

を
丸
ご
と
体
験
で
き
る
講
座
を
た

く
さ
ん
用
意
し
て
い
ま
す
。

対
象
者　

　

宇
和
島
圏
域
の
小
学
校
に
通

う
次
年
度
の
３
〜
６
年
生

活
動
期
間　

　

令
和
８
年
４
月
〜令

和
９
年
２
月

参
加
費　

　

各
講
座
１
，
０
０
０
円
（
保
険

代
含
む
）

申
込
方
法
・
期
限　

　

う
わ
じ
ま
圏
域
子
ど
も
観
光
大

使
の
Ｈ
Ｐ
上
の
フ
ォ
ー
ム
か
ら

　

３
月
１
日
㈰　

６
時
開
始

　

※ 

定
員
（
45
名
）
に
な
り
次
第

終
了

　

詳
し
く
は
、
う
わ
じ
ま
圏
域
子

ど
も
観
光
大
使
の
Ｈ
Ｐ

　

https://uw
ajim

a-kodom
o-

kanko.jim
dofree.com

/

問
い
合
わ
せ

　

う
わ
じ
ま
圏
域
子
ど
も
観
光
大

使
実
行
委
員
会

　

膵
が
ん
の
特
徴
や
主
な
症
状
、

治
療
な
ど
に
つ
い
て
こ
の
機
会
に

正
し
く
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
？

日　
時

　

２
月
20
日
㈮

　

10
時
30
分
〜
11
時
30
分

場　
所　

　

四
国
が
ん
セ
ン
タ
ー　

暖
だ
ん

　

憩
い
の
ひ
ろ
ば

問
い
合
わ
せ

　

四
国
が
ん
セ
ン
タ
ー　

患
者
・

家
族
総
合
支
援
室　

暖
だ
ん

　

☎
０
８
９
―

９
９
９
―

１
２
０
９

　

学
校
、
職
場
、
家
庭
や
人
間
関

係
な
ど
、
一
人
で
悩
ん
で
い
ま
せ

ん
か
？
臨
床
心
理
士
に
よ
る
相
談

を
無
料
で
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず

は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日　
時

　

２
月
16
日
㈪

　

13
時
30
分
〜
16
時
30
分

　
（
３
名
程
度
ま
で
）

対
象
者　
鬼
北
町
在
住
の
方

場　
所　

　

広
見
保
健
セ
ン
タ
ー　

２
階

※ 

秘
密
は
お
守
り
し
ま
す
。
安
心

し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

予
約
制
の
た
め
、
希
望
さ
れ
る

方
は
２
月
９
日
㈪
ま
で
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

保
健
介
護
課　

保
健
係

　

内
線
３
１
１
３

　

宇
和
島
保
健
所
に
て
、
ひ
き
こ

も
り
に
悩
む
家
族
を
対
象
に
家
族

の
つ
ど
い
を
開
催
し
ま
す
。
家
族

の
対
応
や
考
え
方
を
学
ん
だ
り
、

同
じ
悩
み
を
抱
え
る
家
族
同
士

で
語
り
合
っ
た
り
し
て
み
ま
せ
ん

か
。
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
事

前
に
電
話
で
連
絡
く
だ
さ
い
。

日　
時

　

２
月
25
日
㈬

　

14
時
〜
15
時
30
分

場　
所　

　

南
予
地
方
局
２
階
研
修
室

内　
容

　

座
談
会

テ
ー
マ
「
ひ
き
こ
も
り
体
験
か
ら

〜
子
ど
も
の
思
い
・
親
の
思
い
〜
」

話
題
提
供
者
：
ヒ
ッ
キ
ー
み
き
ゃ

ん
の
会　

代
表　

ね
こ

対
象
者　

　

ひ
き
こ
も
り
の
本
人
が
18
歳
以

上
で
あ
る
方
の
ご
家
族
（
ひ
き
こ

も
り
と
は
、
半
年
以
上
他
者
と
の

交
流
を
避
け
て
家
に
い
る
状
態
で

す
。）

費　
用　
無
料

問
い
合
わ
せ

　

宇
和
島
保
健
所
健
康
増
進
課

　

☎
０
８
９
５
―

２
２
―
５
２
１
１

え
ひ
め
結
婚
支
援
セ
ン
タ
ー

「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
推
進
員
」

を
募
集
し
ま
す

訂正
　広報きほく１月号５ページ
に誤りがありました。以下の
とおり訂正いたします。

　【区間新記録　宮岡淳さん】
　誤：32分29秒（チーム記録）
　正：10分58秒（区間記録）
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��

雲
ひ
と
つ
茜
に
染
ま
る
冬
の
朝

�

浜
田　

千
鶴

笛
澄
む
や
列
な
る
児
等
の
冬
の
朝

�

藤
田　

光
子

ふ
つ
ふ
つ
と
寄
せ
鍋
た
ぎ
り
友
集
ふ

�

高
田　

弘
子

十
二
月
抜
か
り
な
き
よ
う
メ
モ
数
多

�
井
谷　

け
い

久
々
に
友
と
お
し
ゃ
べ
り
菊
日
和

�

田
中　

千
鶴

着
物
ほ
ど
く
落
葉
ぱ
ら
ぱ
ら
一
日
ふ
る

�

福
本　

恵
子

面
河
渓
水
面
落
葉
に
迎
へ
ら
る

�

松
岡　

寛
孝

神か
ぐ

楽ら

鬼お
に

首く
び

も
据す
わ

ら
ぬ
赤あ
か

子ご

抱だ

く

�

久
保
田
由
布

寒か
ん

鰤ぶ
り

の
粗あ
ら

を
す
す
め
る
魚さ
か
な

売う

り

�

氏
本
佐
喜
恵

山や
ま

紅も
み

葉じ

昔む
か
し

の
ま
ま
の
無む

住じ
ゅ
う

寺で
ら

�

岡
田　

正
恵

一い
ち

枚ま
い

と
な
り
し
カ
レ
ン
ダ
ー
ぴ
ら
ぴ
ら
と

�

金
子　

和
子

紅こ
う

玉ぎ
ょ
く

を
ま
と
め
買か

ひ
し
て
師し
わ

走す

入い

る

�

末
廣　

典
子

園え
ん

児じ

来こ

ず
団ど
ん

栗ぐ
り

落お

ち
て
し
ま
ひ
た
り

�

善
家　

初
穂

暁
あ
か
つ
き

の
星せ
い

座ざ

射い

貫ぬ

け
り
冬ふ
ゆ

木こ

立だ
ち

�

土
居
原
佳
子

枇び

杷わ

の
花は
な

誰だ
れ

に
も
会あ

は
ぬ
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

�

古
谷　

久
代

芹せ
り

を
摘つ

む
流な
が

れ
に
足あ
し

を
踏ふ

み
込こ

ん
で

�

渡
邊
三
代
子

愛
媛
若
葉
ひ
ろ
み
句
会

愛
治
俳
句
会
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【事例】
　２年間住んだアパートを退去した。退去後、管理会社から、壁紙クロス張替え代、床工事費、ハウスクリー
ニング代、エアコン洗浄費など約17万円の原状回復費用を請求された。クロス張替えはきれいに使って
いた部屋でも張替え費用を請求されている。負担費用が思ったよりも高く支払わないといけないか。

【ポイント】
　賃貸住宅を退去する際の原状回復については、年月の経過による変化や普通に使って傷ついた傷など
の修繕費用は、借主が負担する必要はないとされています。納得できない費用を請求された場合は、国
土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、貸主側に説明を求め、負担費用に
ついてよく話合いましょう。

　入居時は、貸主と部屋の状態を確認し、確認内容のメモを残したり、傷や汚れの写真を撮ったりして
記録に残しましょう。
　契約する際には契約内容や、特約がないか、修繕など、退去する際の費用負担に関する事項などは、
トラブルを避けるためにも内容を必ず確認しましょう。

　消費者ホットライン　１８８！（いやや！）　鬼北町消費生活窓口　４５－１１１１

消費生活だより 賃貸アパート退去時の原状回復のトラブルについて



コラムの広場

ALTの鬼の里Ｄiary
～ Christopher 編～

地域おこし協力隊活動日記
　こんにちは！北宇和高校教育寮ハウスマスターです。
　今回は、12月14日に開催された「予土線駅前マルシェ inチカナガ」につ
いてご紹介します。
　今年の冬のマルシェでは、「ほっとドリンク」をテーマに、コーンスープ、
ココア、カレースープ、ホットレモンの４種類を販売しました。寒い季節
に心も体も温まってもらえるよう、寮生たちが話し合いながらメニューを
考え、準備を進めてきました。
　寮生たちは学年を超えて４つのチームに分かれて活動し、寮生同士の交
流を深めることができました。当日は多くの方に購入していただき、地域
の方々とのふれあいも寮生たちにとって大きな喜びとなりました。
　また、３年生にとっては今回が最後のマルシェ参加でした。１年生の夏
の梅かき氷マルシェから3年が経ち、成長した姿で地域の方々と交流でき
たことは、貴重な節目となりました。この経験を今後の学校生活や進路に
生かしてほしいと思います。

「Reflections」

【ほっと一杯、冬マルシェ】

　早いもので、鬼北町に
来てから一年が経ちまし
た。この一年を振り返る
と、鬼北町や日本、世界
のことについて多くのこ
とを学び、知ることがで
きました。その中で今回、
いくつかの話をしたいと
思います。
　まず、ニュージーラン
ドと違い、鬼北町はとて
も寒かったので、服が

たくさん入った荷物を持ってきました。また、日本
での銀行口座や携帯番号を持っていませんでしたの
で、手続きがとても大変でした。違う国での生活は
本当に生まれ変わったようでした。初めは大変だっ
たけど一生懸命頑張りました。同僚のＡＬＴや周り
の方のおかげで日本の生活にもどんどん慣れていき
ました。また、日本人の性格はニュージーランド人
の性格に似ています。ニュージーランド人はとても
謙虚な人々であると言われています。例えば、一般
的に自慢や過度な自己主張は相手に失礼だと考えら
れており、嫌なことを言われても文句をあまり言い

ません。また、時間厳守の文化が根付いており、伝
言を言わずに10分以上遅くなるのも失礼だと考えら
れています。その類似性もあり、日本での生活を早
く慣れることができたのだと思います。
　次に、鬼北町での生活を感謝するようになりまし
た。私はこれまでニュージーランドの中で二番目に
大きい街でずっと暮らしていました。鬼北町にはな
い施設がたくさんあったので、鬼北町ではどう過ご
していいかわかりませんでした。しかし、鬼北町に
はたくさんの良さがありました。鬼北町の皆さんは
コミュニティー意識がとても強く、そしてとてもや
さしい人ばかりです。また、鬼北町は自然が豊かな
ので空気がとてもきれいです。都市部の空気は車の
排気ガスなどでとても汚いです。そして都市部より
も生活が経済的なのでお金のことでのストレスもあ
りません。鬼北町はとても優しい生活ができる町で
すね。
　日々を振り返ることはとても大切だと思います。
振り返りをすることで、自分の行動や考え方の傾向
を自覚し、自分自身の強みや大事にしている価値観
への気付きを得ることができます。皆さんも時々、
日々を振り返る時間を作ってみてはどうでしょう
か。

広報きほく　2026.225



北宇和病院
だより

戸　
籍　
の　
窓

編
集
後
記

▼
年
末
年
始
の
連
休
が
あ
っ
と

い
う
間
に
過
ぎ
ま
し
た
。
私
は

30
日
に
、
毎
年
恒
例
の
餅
つ
き

を
し
ま
し
た
。
リ
ズ
ム
よ
く
温

か
い
う
ち
に
つ
き
上
げ
る
の

は
、
何
度
や
っ
て
も
難
し
い
で

す
ね
。
ま
た
、
丸
め
る
の
も
難

し
く
、
個
性
の
あ
る
お
鏡
餅
が

完
成
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
ご

家
庭
で
は
、
杵
と
臼
で
の
お
餅

つ
き
を
さ
れ
て
い
ま
す
で
し
ょ

う
か
。 

（
咲
）

No.70　第３回ACP啓発研修会ダイジェスト
保健介護課　保健係　内線3121，3122

認知症について

　認知症は、脳の病気や障害によっ
て認知機能が低下し、日常生活に支
障が出ている状態を指します。単な
る加齢による物忘れとは異なり、体
験したこと自体を丸ごと忘れてしま
うのが特徴です。
　認知症は原因によってアルツハイ
マー型認知症、血管性認知症、レビー
小体型認知症、前頭側頭型認知症な
どに分類され、それぞれ症状や治療
も異なってきます。
　認知症の診断は、医師による問診、
記憶力などを測る認知機能テスト、
脳の萎縮などを調べる画像検査、他
の病気を除外する血液検査を組み合
わせて行われます。
　当院でも認知機能検査や頭部CT検
査、血液検査を行っており、さらに
必要に応じて認知症専門医療機関と
の連携、紹介を行っております。検
査をご希望される方は当院内科まで
お問い合わせください。
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　今年度から始まったACP啓発研修会のダイジェスト内容をまとめま
した。

【エンディングノートの書き方について】
　命の危険が迫ったとき、約70％の人が自身の意思を伝えられなくなると
言われています。エンディングノートを書くことは、残された家族が葬儀
や供養の判断で迷う負担を減らすだけでなく、自身の生き方や医療・介護
の希望を再確認する機会となります。
　一度に全て完成させようとせず、自分がどういった医療やケアを望んで
いるか、大切な人へ伝えたいことなどを、書きやすいものから気楽に書き
始めることが推奨されています。気持ちはその時々でも変わるので、今の
気持ちを書くようにして何度書き直してもいいです。
　注意点として、エンディングノートには法的効力がありません。そのた
め、相続などの法的な効力が必要な場合は「遺言書」との併用が不可欠です。
　作成後は、身近で信頼できる人に保管場所を伝えておくことも重要です。
自分の希望を整理し、他者と共有しておくことで、安心して自分らしい人
生を送ることにつながると思います。

　Youtubeでも動画視聴できます
ので二次元コードを読み込んでご
覧ください。（別途通信料が発生
する場合がございます。）

ACPとは…あなたの大切にしていることや望み、どのような医療やケ
アを望んでいるかについて、自ら考え、また、あなたの信頼する人た
ちと話し合うことを言います。（厚労省HP一部抜粋）

エンディングノート
の書き方

広報きほく　2026.2 26
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地元愛・鬼北の絆

食生活改善推進協議会　健康づくり応援レシピ
―食生活改善推進協議会  好藤支部―

鬼北町食生活改善推進協議会　会員募集中！

献立例

・�丸ごとブロッコリーご
はん
・�根菜の甘酒酢炒め
・�冬キャベツを使った
ロールキャベツ
・�チョコカップケーキ

1人分当たりの栄養量
エネルギー：367㎉　　　たんぱく質：11.5 g
脂質：7.1g　　　炭水化物：26.7g　　　食塩相当量：1.3g
材料（６個分）
Ａ：�合挽き肉250g、キャベツ６枚、玉ねぎ小１個、卵小１個、
牛乳50ml、パン粉20g、塩コショウ少々、

Ｂ：�水1,000cc、コンソメ固形５個、ケチャップ大さじ10、
みりん大さじ３、砂糖大さじ１

Ｃ：バター10g、ブラックペッパー多め
作り方
❶�キャベツは芯の部分を薄くし、レンジでやわらかくなるま
で加熱して冷ます。
❷�パン粉を牛乳でふやかし残りのＡの材料を加え、よくこね
て粘りが出たら個数分に丸める。
❸�鍋にＢの材料を入れ、火にかけておく。
❹�広げたキャベツの芯のところに丸めたタネを置き包み、爪
楊枝２本でとめる。（スパゲティを刺しても良い）
❺��❸の沸騰させたスープにロールキャベツを入れ蓋をして中
火で煮込む。（落とし蓋をする）
❻�柔らかくなったら蓋を開け、少し煮詰めたら仕上げにＣの
バターとブラックペッパーを入れて、５分煮る。スープも
一緒に盛りつける。


